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筑
波
法
政
第
三
十
七
号
(
コ

0
0
間

は
じ
め
に

戦
後
日
本
で
策
定
さ
れ
て
き
た
「
全
国
総
合
開
発
計
阿
(
以
.
子
、
全

総
こ
は
、
中
央
政
府
に
よ
る
建
設
事
業
(
以
下
、
「
事
業
」
)
の
方
針

を
内
外
に
示
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
の

評
価
は
お
も
に
一
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る

G

第
…
に
、
ぷ
七
総
は
、
そ
の
実
効
性
の
希
簿
さ
か
ら
行
政
計
爾
と
し

て
は
高
く
評
価
で
き
な
い
H

と
す
る
完
結
果
重
視
論
(
及
び
規
範
論
)
」

が
存
夜
す
る
。
確
か
に
こ
の
立
場
が
指
檎
す
る
よ
う
に
ご
速
の
全
総

が
首
都
圏
と
地
方
と
の
格
菜
是
正
を
日
的
と
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず

結
果
を
出
せ
な
か
っ
た
d

と
い
っ
た
「
事
業
に
対
し
て
夜
接
全
総
が
与

え
た
効
巣
」
の
見
え
に
く
さ
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
、
政
接
の
効
果

が
見
え
に
く
い
か
ら
と
い
っ
て
、
会
総
が
単
な
る
ペ
ー
パ
ー
プ
ラ
ン
で

あ
り
、
何
ら
機
能
を
持
た
な
い
と
断
定
す
る
こ
と
は
単
品
別
で
あ
る
。
例

え
ば
、
一
一
一
全
総
が
間
後
的
・
副
次
的
と
も
見
え
る
効
巣
を
地
方
財
政
制

度
に
与
え
て
い
る
と
指
摘
す
る
見
方
も
あ
る
。
む
し
ろ
、
「
全
総
の
間

接
的
・
副
次
的
な
効
栄
」
に
関
す
る
考
察
不
足
を
指
摘
せ
ね
ば
な
る
ま

し

第
a

A

に
、
御
厨
(
一
九
九
五
、
一
九
九
六
)
や

Z
F
P
三
九
九
六
)
・

下
河
辺
(
一
九
九
四
)
な
ど
の
「
開
発
政
治
論
」
が
あ
る
。
こ
の
考
え

で
は
阿
土
開
発
を
め
ぐ
る
政
と
官
と
の
綱
引
き
が
焦
点
と
な
っ
て
お
り
、

開
発
官
僚
(
全
総
の
策
定
業
務
を
斑
接
手
が
け
る
官
僚
)
と
、
策
定
プ

。。

ロ
セ
ス
と
は
無
関
係
に
介
入
し
利
得
の
た
め
に
結
論
を
後
そ
う
と
す
る

政
治
家
と
の
駆
け
引
き
に
よ
り
全
総
が
策
定
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
構
関

が
儲
か
れ
て
い
る
。
特
に
御
厨
は
、
オ
i
vフ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
に
恭
づ
く

聡
史
的
叙
述
分
析
の
手
法
を
用
い
て
、
二
会
総
・
日
本
列
島
改
造
論
ま

で
の
時
代
を
対
象
と
し
て
全
総
の
分
析
を
行
い
「
開
発
政
治
」
と
い
う

概
念
を
描
き
出
し
た
。

N

全
総
は
政
官
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
前
で
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
な
い
u

と
御
厨
は
主
張
し
た
が
、
今
日
か
ら
見
る
と
彼
の
、
三
張
は
石
油
シ
ョ
ッ

ク
前
ま
で
の
高
度
成
長
の
時
代
を
背
緊
と
し
た
時
期
的
に
限
定
的
な
説

切
で
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
ま
た
オ

i
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
う
手

法
を
と
っ
て
い
る
点
で
開
発
政
治
論
は
政
策
ア
ク
タ
ー
(
な
…
場
人
物
)

の
「
行
為
」
の
み
を
説
明
変
数
に
し
た
論
理
で
あ
る
、
と
い
う
版
界
を

持
っ
て
い
る
と
筆
者
は
考
え
る
に
奈
っ
て
い
る
。

開
発
政
治
論
で
も
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
仁
、
開
発
に
お
け
る
政
治

家
の
影
響
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
特
定
の
政
治
家

偶
人
や
グ
ル
ー
プ
と
い
っ
た
政
策
ア
ク
タ
ー
の
影
響
力
を
重
く
捉
え
す

ぎ
る
こ
と
は
、
問
題
の
本
質
を
見
誤
ら
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。
例
を
経

げ
る
な
ら
、
ハ
日
僚
機
構
や
専
門
家
が
政
治
家
に
商
視
さ
れ
る
だ
け
の
悶
よ

繋
備
計
両
(
政
策
)
を
・
長
年
に
わ
た
り
洲
査
・
検
討
・
策
定
し
つ
づ
け

る
理
由
を
説
明
で
き
な
い
。
実
際
に
会
総
は
数
次
に
わ
た
っ
て
策
定
し

続
け
ら
れ
て
お
り
、
政
治
家
以
外
の
関
係
者
に
と
っ
て
も
計
断
策
定
す

る
こ
と
に
何
ら
か
の
誘
闘
が
あ
る
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
、
っ
。



ま
た
、
長
期
的
な
社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
た
め
の
予
算
調
達
が
行
な
わ

れ
て
き
た
現
実
を
考
え
れ
ば
、
短
期
的
な
倒
別
政
治
家
の
利
益
調
整
だ

け
を
八
王
総
策
定
の
誘
悶
と
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。

上
記
の
一
一
つ
の
立
場
は
そ
れ
ぞ
れ
の
視
点
か
ら
、
お
し
な
べ
て
か
令

総
は
無

md
論
を
唱
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
少
数
で
は
あ
る
が
、
第

二
一
の
立
場
と
し
て
念
総
を
「
政
策
形
成
の
貴
重
な
場
」
と
し
て
評
価
し

よ
う
と
す
る

ρ

政
策
ア
リ
ー
ナ
(
政
策
形
成
の
道
具
論

γ
論
の
視
点

が
存
夜
す
る
。

北
原
(
一
九
九
四
)
は
、
一
全
総
(
一
九
六
‘
一
年
)
及
び
二
全
総
二

九
六
九
年
)
で
は
官
僚
に
よ
る
政
治
的
調
整
(
「
計
画
に
よ
る
調
整
」
)

の
手
段
の
色
彩
が
濃
か
っ
た
会
総
が
、
一
二
全
総
(
一
九
七
七
年
)
及
び

閉
会
総
(
一
九
八
七
年
)
で
は
、
は
る
か
に
広
範
に
、
あ
ら
ゆ
る
方
面

か
ら
の
稜
鋭
的
な
働
き
か
け
を
受
け
る
と
と
も
に
、
「
国
土
審
議
会
な

ど
を
介
し
て
諸
利
益
の
調
整
・
統
合
と
い
う
機
能
を
果
た
し
て
い
た
こ

と
も
確
か
で
あ
る
(
北
原
・
一
九
九
四
年
、

3
・
凶
己
)
」
と
述
べ
て
い

る
。
北
原
は
会
総
の
「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
形
成
劇
場
」
と
し
て
の
「
場
(
ア

リ
ー
ナ
こ
の
機
能
を
評
価
し
、
ぷ
五
総
は
無
用
“
論
の
中
で
は
見
落
と

さ
れ
て
き
た
政
策
ア
ク
タ
ー
に
影
響
を
与
え
る
万
環
境
d

(

広
義
の
グ
制

度
乙
と
し
て
全
総
を
再
評
価
す
る
見
方
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
視
点

こ
そ
、
金
総
を
は
じ
め
と
す
る
国
土
計
一
簡
が
持
つ
も
う
一
つ
の
役
割
を

分
析
で
き
る
可
能
性
を
持
っ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

よ
り
深
く
会
総
の
役
割
を
描
写
し
て
い
く
な
ら
ば
、
時
系
列
的
な
(
廃

史
-
文
脈
の
)
制
問
ア
聞
と
シ
ス
テ
ム
論
的
な
(
初
瓦
行
為
・
制
度
の
)
側

面
と
い
う
、
正
に
ご
つ
の
見
方
か
ら
、
広
義
の
制
度
と
し
て
「
情
報
の
交

換
シ
ス
テ
ム
一
と
し
て
の
金
総
を
捉
え
る
事
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
本
一
摘

は
こ
の
問
題
意
識
の
中
で
も
、
特
に
グ
相
互
行
為
u

に
重
点
を
置
き
な

が
ら
、
行
政
の
計
画
化
の
中
心
的
な
テ
l
マ
で
あ
っ
た
「
政
策
集
団
で

の
知
識
・
信
念
の
共
有
」
を
可
能
に
す
る
装
擦
と
し
て
ん
ぷ
総
を
捉
え
、

全
総
の
策
定
過
税
と
計
一
問
内
容
と
を
検
証
し
て
、
「
政
策
形
成
の
場
(
以

下
、
ア
リ
ー
ナ
と
呼
ぶ
こ
と
し
て
の
全
総
の
機
能
を
捉
え
な
お
そ
う

と
考
え
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
か
特
定
の
政
策
ア
ク
タ
ー
の
影
響
力
を
重

視
す
れ
ば
、
広
義
の
「
制
度
」
と
し
て
の
会
総
の
機
能
を
捉
え
き
れ
な

い
μ

と
い
う
命
題
の
正
当
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
、
開
発
政
治
論
と
は

別
の
視
点
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。

分
析
の
枠
組

本
稿
で
は
「
全
総
の
機
能
は
「
政
策
ア
ク
タ
ー
に
政
策
形
成
の
経
路

を
提
供
し
、
相
互
に
知
識
・
信
念
の
伝
達
を
行
な
え
る
ア
リ
ー
ナ
を
提

供
す
る
こ
と
』
と
い
う
仮
説
を
提
一
不
し
、
具
体
的
事
例
を
も
と
に
検
託

を
行
、
っ
。

政
策
形
成
過
程
の
記
述
に
は
、
政
策
形
成
の
協
議
に
お
け
る
政
策
ア

ク
タ
ー
(
登
場
人
物
)
や
グ
ル
ー
プ
簡
の
相
互
行
為
を
モ
デ
ル
化
で
き
、

か
っ
そ
れ
ら
に
対
す
る
環
境
か
ら
の
影
響
も
描
写
で
き
る

p
-
サ
パ

「
第
三
次
全
国
総
合
開
発
計
画
」
の
政
策
形
成
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
飢
)

。



筑
波
法
政
第
一
二
十
七
日
万
(
二

O
O
問
)

テ
イ
ア
が
作
っ
た
「
限
道
連
携
モ
デ
ル
(
∞
与
さ
戸
否
認
こ
と
こ
れ

に
含
ま
れ
る
「
信
念
シ
ス
テ
ム
」
「
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
」
の
概
念
と
、

制
度
と
し
て
の
機
能
を
分
析
す
る
際
に
は
一
部
、
取
引
費
用
ア
プ
ロ
ー

チ
を
取
り
入
れ
る
。

事
例
分
析
の
手
順
と
し
て
は
、
二
つ
の
大
き
な
段
階
を
踏
む
こ
と
と

す
る
。
第
一
段
階
は
、
ア
ク
タ
ー
及
び
相
互
作
用
に
着
目
し
た
ア
リ
ー

ナ
の
説
明
で
あ
る
。
①
議
議
過
程
を
概
観
し
、
会
総
の
政
策
形
成
過
程

で
「
誰
が
」
「
何
を
」
調
査
・
審
議
し
た
の
か
を
繋
理
し
分
析
の
前
提

を
ま
と
め
る
。
次
に
、
整
理
し
た
前
提
を
用
い
て
唱
導
連
携
モ
デ
ル
を

適
用
し
て
い
く
。
明
道
連
携
モ
デ
ル
で
は

H

政
策
争
点
に
は
い
く
つ
か

の
次
元
が
あ
り
妥
協
可
能
性
が
異
な
る
u

と
す
る
「
信
念
シ
ス
テ
ム
」

(
詳
細
は
二
jill-

一
一
一
一
一
一
参
照
)
と

ρ
政
策
と
り
ま
と
め
の
局
面
で

は
、
政
策
争
点
の
集
約
に
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
呼
ば
れ
る
特
定
の
ア
ク
タ
ー

が
活
躍
す
る
d

と
す
る
「
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
」
の
存
在
と
が
、
政
策
形

成
に
お
け
る
争
点
の
顕
在
化
・
政
策
ア
ク
タ
ー
や
グ
ル
ー
プ
の
連
携
・

集
約
と
い
っ
た
一
連
の
流
れ
の
原
動
力
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
母
信
念
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く
政
策
志
向
の
連
携
グ
ル
ー
プ
の
形
成

及
び
③
連
携
グ
ル
ー
プ
の
政
策
対
立
が
最
終
的
に
と
り
ま
と
め
ら
れ
て

い
く
過
程
を
、
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
特
定
と
そ
の
動
向
に
注
目
し
て
説

明
を
行
な
う
。
以
上
に
基
づ
い
て
、
④
ア
リ
ー
ナ
に
お
け
る
唱
導
連
携

の
状
況
を
総
括
し
、
そ
の
上
で
①
サ
バ
テ
ィ
ア
が
「
政
策
志
向
型
学
習
」

と
呼
ん
で
い
る
ρ

ア
リ
ー
ナ
で
の
昭
道
連
携
グ
ル
ー
プ
問
の
相
友
作
用
N

。

の
有
無
と
、
そ
の
意
義
を
一
不
す
。

第
二
段
階
で
は
ア
ク
タ
ー
を
取
り
巻
く

w
環
境
H

に
つ
い
て
整
理
す

る
。
⑤
経
済
や
環
境
問
題
な
ど
外
生
要
因
か
ら
の
全
総
の
政
策
策
定
過

程
へ
の
影
響
を
考
察
す
る
と
共
に
、
⑥
政
策
ア
ク
タ
ー
が
政
策
形
成
の

ア
リ
ー
ナ
か
ら
途
中
で
退
出
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
取
引
費
用
ア
プ

ロ
ー
チ
の
導
入
に
よ
り
論
証
す
る
。

こ
の
よ
う
な
手
頗
を
踏
ん
で
、
金
総
と
い
う
行
政
計
画
が
来
た
し
た

機
能
を
向
い
直
す
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る

φ

な
お
、
本
来
の
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
最
終
的
に
は
一
連

の
会
総
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
分
析
対
象
を
第
三
次
全
国
総
合

開
発
計
画
〔
以
下
、
一
二
全
総
)
に
絞
る
(
選
定
理
由
は
後
述
)
。

一
l
一
昭
道
連
携
モ
デ
ル

こ
の
章
で
は
本
稿
の
中
核
概
念
で
も
あ
る

P

酬
明
道
連
携
モ
デ
ル
d

の

説
明
と
用
語
の
定
義
を
行
な
う
と
と
も
に
そ
の
利
点
に
つ
い
て
述
べ
る
。

「
精
道
」
と
は
ρ
率
先
し
て
提
唱
す
る
u

と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
明

道
連
携
」
と
は
あ
る
政
策
ア
ク
タ
ー
が
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
取
っ
て
政

策
情
報
を
捻
供
し
な
が
ら
競
合
ア
ク
タ
ー
と
の
議
論
を
行
な
い
、
同
調

し
た
ア
ク
タ
ー
同
士
が
政
策
的
な
連
携
を
取
り
あ
う
こ
と
で
あ
る
。
「
唱

道
連
携
モ
デ
ル
」
と
は
、
政
策
形
成
過
程
を
、
各
ア
ク
タ
ー
が
政
策
協

議
を
通
じ
て
唱
道
連
携
を
繰
り
返
し
政
策
の
集
約
を
来
た
し
て
い
く
過

程
と
し
て
記
述
す
る
枠
組
み
で
あ
る
。
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「
連
携
グ
ル
ー
プ
」
と
は
、
有
効
な
政
治
勢
力
に
な
る
た
め
唱
道
連

携
を
し
た
政
策
ア
ク
タ
ー
の
一
群
で
あ
る
(
た
だ
し
、
連
携
グ
ル
ー
プ

は
人
為
的
に
発
足
す
る
組
織
や
共
同
体
の
よ
う
な
存
在
で
は
な
く
、
出
平

に
N

同
じ
政
策
指
向
性
を
も
っ
た
政
策
ア
ク
タ
ー
の
一
群
H

を
指
す
呼

称
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
)
0

ま
た
「
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
」
と

は
競
合
す
る
連
携
グ
ル
ー
プ
の
問
に
立
ち
、
議
案
を
と
り
ま
と
め
る
役

割
を
果
た
す
政
策
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
。

「
政
策
志
向
型
学
期
日
」
と
は
唱
道
連
携
の
結
果
形
成
さ
れ
た
各
連
携

グ
ル
ー
プ
が
審
議
・
調
査
を
通
し
て
起
こ
す
相
互
作
用
的
行
為
を
指
す
。

具
体
的
に
は
、
各
連
携
グ
ル
ー
プ
が
対
立
と
合
意
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、

競
合
グ
ル
ー
プ
の
政
策
志
向
を
少
し
ず
つ
自
グ
ル
ー
プ
の
政
策
に
反
映

さ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。

「
政
策
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
」
と
は
、
以
上
の
総
体
で
あ
る
合
意
形
成
シ

ス
テ
ム
の
総
称
で
あ
り
、
ア
ク
タ
ー
群
を
包
括
的
に
含
ん
だ
分
析
単
位

で
あ
る
(
印
与
在
日
て
志
器
、
宮
川
・
一
九
九
五
)
。
諸
利
益
の
調
整
・

統
合
の
場
で
あ
る
北
原
(
一
九
九
四
)
の
ア
リ
ー
ナ
論
を
グ
相
互
作
用
グ

に
重
点
を
置
い
て
シ
ス
テ
ム
論
的
に
記
述
し
た
も
の
と
い
え
る
。

唱
道
連
携
モ
デ
ル
を
事
例
研
究
に
使
う
こ
と
に
は
次
の
利
点
が
あ
る
。

(一
)

P

政
策
ア
ク
タ
ー
の
政
策
争
点
を
め
ぐ
る
相
互
作
用
を
重
視
し

た
ゲ
ア
リ
ー
ナ
の
記
述
が
で
き
る
。

精
道
連
携
モ
デ
ル
で
は
、
政
策
形
成
を
か
形
成
過
程
に
お
け
る
連
携

グ
ル
ー
プ
問
の
相
互
作
用
(
以
下
、
政
策
志
向
型
学
習
と
呼
ぶ
)

d

「
第
三
次
会
国
総
合
開
発
計
画
」
の
政
策
形
成
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
田
)

太線

図 1-1 唱道連携モデル(~.部、編集、加筆)
Revise of“Gen巴ralmodel of policy change focusing 
on advocacy coalition within policy subsystems 
出典:Sabatier (1988) pp.J 34閣に山田加筆

。



筑
波
法
政
第
一
二
十
七
日
ヴ
(
一
一

oom)

と
し
て
と
ら
え
る
。
政
策
争
点
を
詳
紙
に
追
い
、
連
携
グ
ル
ー
プ
を
特

定
す
る
と
、
グ
ル
ー
プ
問
の
樹
立
作
郎
と
合
滋

(
H
政
策
の
収
倣
)
に

つ
い
て
説
明
り
能
に
な
る
。

(
二
)
中
・
長
期
の
政
策
変
化
の
説
明
が
可
能
に
な
る
。

凶
唱
導
述
携
モ
デ
ル
で
は
政
策
形
成
を
分
析
対
象
に
す
る
際
に
、
政
策

を
取
り
巻
く
長
・
短
期
の
環
境
姿
悶
も
分
析
対
象
に
組
み
入
れ
て
い
る

(関
1

1
友
部
分
参
照
J
o

全
総
の
分
析

一
一
|
一
分
析
対
象
の
選
択
理
由

本
論
文
は
分
析
対
象
を
一
一
一
全
総
に
限
定
し
、
嶋
崎
叩
連
携
モ
デ
ル
お
よ

び
取
引
費
用
ア
プ
ロ
ー
チ
を
使
っ
た
政
策
過
程
の
分
析
を
行
う
こ
と
と

し
た
。
ま
ず
、
一
人
王
総
(
一
九
六
一
年
、
問
議
決
定
)
、
新
(

A

-

)

全

総
三
九
六
九
年
、
閣
議
決
定
)
、
一
一
一
全
総
(
一
九
七
七
年
、
関
議
決

定
)
、
閥
会
総
(
一
九
八
七
年
、
問
問
議
決
定
)
、
?
な
全
総
三
九
九
八
年
、

閣
議
決
定
)
の
概
婆
を
示
す
(
表
ド
ペ
参
照
)
)
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
特
に
一
全
総
と
コ
(
新
)
全
総
は
基
本

目
線
レ
ベ
ル
で
は

H

卒
業
と
し
て
ど
こ
に
、
と
の
絞
皮
投
資
す
る
か
ρ

と
い
う
吋
事
業
投
資
の
配
分
』
を
或
婆
視
し
て
い
る
が
(
衣
2
1
1
の

強
網
糠
鋭
部
金
、
こ
れ
に
対
し
一
一
一
人
上
総
で
は
N

人
口
の
配
分
・
誘
導

と
定
住
の
促
進
H

と
い
う
「
人
口
・
定
伎
の
配
分
」
を
北
京
悦
し
た
問
土

o 
m 

表 2-1 全総の概要

!令除i総合側発計IllJjJ(弘主総)策定年次1962年10月(Lj際司:次:19GO'le-1970年)

Il 

(白金総)



構
想
へ
と
大
き
な
方
針
転
換
が
起
こ
っ
て
い
る
(
表

2

1
の
O
部
分
)
。

開
発
方
式
も
そ
れ
以
降
の
会
総
で
は
ソ
フ
ト
な
整
備
手
法
へ
と
重
点
を

変
え
て
い
る
の
で
三
全
総
は
ひ
と
つ
の
転
換
点
と
な
っ
て
い
る
。
イ
ン

ク
リ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
が
政
策
決
定
に
も
た
ら
す
影
響
か
ら
考
え
て
大
幅

な
方
針
転
換
は
起
こ
り
に
く
い
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
三
全
総
の
分
析

を
行
え
ば
、
こ
う
し
た
政
策
の
変
化
姿
閣
と
し
て
、
ア
リ
ー
ナ
が
ど
の

よ
う
に
機
能
し
た
か
を
考
察
で
き
る
。

ま
た
、
明
ら
か
に
行
政
紛
織
と
い
う
出
単
早
一
の
政
策
ア
ク
夕

i
、主一壬士土山滋道導吋に

よ
り
策
定
さ
れ
た
一
了
&
ハ

し
た
政
策
ア
ク
夕

l
の
範
閥
が
広
が
つ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
参
与

性
の
視
点
か
ら
、
政
策
形
成
過
殺
で
協
議
ん
口
窓
形
成
ま
で
に
奈
る
過

税
と
政
策
変
化
要
因
を
検
一
一
試
す
る
の
に
適
し
た
事
例
で
あ
る
。
ま
た
三

金
総
で
は
情
報
の
公
開
が
進
み
、
ど
の
政
策
ア
ク
タ
ー
が
何
を
議
案
に

上
げ
た
か
と
い
う
資
料
も
陸
臣
賞
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
三
金
総
を

題
材
に
す
る
こ
と
と
し
た
。

一
一
|
二
分
析
の
前
提

ま
ず
分
析
に
先
立
ち
、
分
析
対
象
で
あ
る
一
一
一
全
総
に
関
す
る
蒸
本
情

報
を
紹
介
し
て
お
く
。
一
一
命
令
総
は
、
高
度
経
済
成
長
ド
で
策
定
さ
れ
た

(
新
)
全
総
の
後
を
受
け
て
、
一
九
七
五
年
に
三
木
内
閣
の
も
と
で

策
定
が
始
ま
り
七
六
年
に
福
間
内
践
の
も
と
で
閣
議
決
定
さ
れ
、
そ
の

内
容
は
経
済
低
成
長
時
代
を
前
提
と
し
グ
文
化
重
視
・
生
活
環
境
重
視
・

地
方
重
視
μ

と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
石
油
シ
ョ
ッ
ク
や
環
境
問
題
な
ど

当
時
の
時
局
を
反
映
し
、
策
定
に
は
「
開
発
推
進
指
向
」
と
「
開
発
抑

制
指
向
」
が
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
る
か
が
争
点
に
な
っ
た
会
総
で
あ

る
。
以
下
の
分
析
で
も
こ
の
二
つ
の
指
向
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
な
が

ら
分
析
を
進
め
て
い
く
。

ま
ず
分
析
の
手
順
と
し
て
、
一
一
一
全
総
の
策
定
作
業
に
お
け
る
、
①
策

定
作
業
に
笠
場
す
る
主
な
政
策
ア
ク
タ
ー
の
整
理
、
①
分
析
対
象
期
間

と
時
期
阪
分
の
設
定
を
行
な
う
。

時
期
区
分
を
一
不
す
理
出
は
、
学
習
モ
デ
ル
で
あ
る
唱
導
連
携
モ
デ
ル

で
は
、
他
の
政
策
ア
ク
タ
ー
と
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、
政
策
ア
ク
タ
ー

が
変
化
し
て
い
く
こ
と
を
前
提
と
す
る
た
め
、
区
分
を
し
な
い
で
分
析

す
る
と
、
刻
々
と
変
わ
る
変
化
の
状
況
を
記
述
し
き
れ
な
い
か
ら
で
あ

ヲ
位
。

ニ

二

一

政

策

ア

ク

タ

ー

の

整

理

一
一
一
全
総
は
主
に
七
種
類
の
調
資
・
審
議
を
絞
て
策
定
さ
れ
た
。
こ
の

調
査
・
審
議
ご
と
に
実
施
す
る
集
団
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
を

協
議
に
関
わ
る
政
策
ア
ク
タ
ー
と
見
な
し
て
分
析
を
行
な
う
(
表
2
1

2
を
参
照
)
。

明
道
連
携
モ
デ
ル
で
は
政
策
を
拠
り
所
と
し
て
政
策
ア
ク
タ
ー
の
連

合
が
進
み
、
連
携
グ
ル
ー
プ
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
(
詳
細
は
後
述
)
。

先
取
り
し
て
グ
ル
ー
プ
を
示
す
と
、
一
一
(
新
)
金
総
以
降
の
流
れ
を
汲

「
第
三
次
会
閣
総
合
開
発
計
百
聞
」
の
政
策
形
成
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
田
)

0 
五



筑
波
法
政
第
三
十
七
日
万
(
二

O
O
問
)

(聞各号)一覧表 2--2 :前]予t審議の単位と政策アクター

担当初j資・省主議

)内、関係者

新(二)全総の総点検作業 (経済企1@1i'，[K1:t:rf) 
超長期展望(i'!il営二oOoin (国土庁、学識経験者、ほか)

都道府県別定住人1Iの推計作業 ([1¥[ LIT、都道府県)

都道府県知事技ぴi!W町村長の意向調査 (毘土庁、都道府県、市町村)

主要計断探題等についての検討及び計耐本文の取りまとめ作業 ([1]土庁)

(政治家、行政関係者、学識経験者)

l学識経験者、行政関係者、ほか)

i手|士総合開発審議会

flUl総合fi百発計m国ti!S会

審議会の開催.と検討内容

{主ì~:Htt 審議会 決定事項 時期lズ分

総点検開始 第68附 1971年12月 新会総の総点検が必姿 第 I期

告書69問 1972iド10月 総点検作業の恭本}j針(八項目) 第69問~

第70図的73年10Jl J干RtHI芝大都市問題Ji土地問題J

三全総IJiJ従i 第711llJ 1975年4JJ 二三金総策定(決定)
第E期

第71@]~

三金総中期 第721l!1 1975年12月 ーし会総概要(中間報告)
2有国WJ
第721I!1-

三会総後期 第73JiiJ 1977年8月 民LLIi'試'奈(交通施設問迷除く) 第九r郊1

第74問 1977年 9月 ['ij土庁試案 第73恒I~

第75同 1977"j:1O月 国土庁試案

第76[jj] 1977年11月 三全総(案)

表 2-3

O
Lハ

む
グ
ル
ー
プ
と
、
一
一
一
全
総
の
策
定
に
向

け
て
設
け
ら
れ
た
グ
ル
ー
プ
と
に
分
け

て
考
え
ら
れ
る
(
形
成
の
過
程
は
後
述
)

0

前
者
を
「
守
旧
グ
ル
ー
プ
」
、
後
者
を

三
金
総
独
自
路
線
を
展
開
し
て
ゆ
く

「
新
構
想
グ
ル
ー
プ
」
と
呼
ぶ
。

一一
141
ニ
|
二
一
一
一
金
総
の
策
定
作
業
に

お
け
る
分
析
対
象
期
間
と
時
期
区
分

(
こ
分
析
対
象
期
間

分
析
の
対
象
期
間
は
、
一
一
一
念
総
の
策

定
作
業
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
新
全
総
総
点
検
の
間
開
始
決
定
後
の

第
六
八
回
審
議
会
(
七
一
年
十
二
月
)

か
ら
を
含
む
こ
と
と
し
、
一
一
一
会
総
の
案

が
決
定
さ
れ
た
第
七
六
回
審
議
会
(
七

七
年
十
一
月
)
ま
で
を
分
析
分
析
の
対

象
期
間
と
す
る
。

(
二
)
時
期
区
分
に
つ
い
て

酬
明
道
連
携
モ
デ
ル
の
適
用
に
あ
た
っ

て
は
、
政
策
変
化
を
、
小
さ
な
政
策
条

約
の
連
続
と
し
て
捉
え
る
。
し
た
が
っ



て
、
事
例
の
分
析
の
前
提
整
理
で
は
、
小
さ
な
政
策
集
約
ご
と
に
時
代

区
分
を
行
な
い
、
各
時
期
ご
と
の
唱
導
連
携
の
状
況
を
記
述
し
て
ゆ
く
。

小
さ
な
政
策
集
約
と
は
、
「
審
議
会
に
よ
る
審
査
と
い
う
権
威
づ
け

に
よ
り
一
応
の
方
向
付
け
が
決
定
・
閲
定
化
さ
れ
る
こ
と
」
で
あ
る
。

審
議
会
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
集
約
作
業
と
し
て
み
な
し
て
三
全
総

に
時
期
区
分
を
行
な
う
と
次
の
四
つ
の
時
期
に
分
け
ら
れ
る
。
(
表
2
1

3
)
 -

期
総
点
検
開
始
時
期

新
全
総
の
総
点
検
を
行
な
う
こ
と
が
決
定
し
た
の
は
第
六
八
回
審
議

会
(
七
一
年
十
月
)
で
あ
り
、
そ
の
後
二
回
の
審
議
会
で
は
二
(
新
)

全
総
の
総
点
検
作
業
に
関
す
る
検
討
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
こ
ま
で
は
三

全
総
以
前
に
着
手
さ
れ
た
総
点
検
の
時
期
で
あ
る
。

E
期
三
全
総
開
始
時
期

七
三
年
十
二
月
の
石
油
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
政
策
を
と
り
ま
く
環
境

が
一
変
し
た
後
、
三
全
総
の
策
定
が
発
表
さ
れ
た
の
は
、
第
七
一
回
審

議
会
(
七
四
年
四
月
)
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
が
、
一
一
一
全
総
に
独
自
の
争

点
が
具
体
化
さ
れ
て
く
る
と
と
も
に
、
協
議
が
本
格
化
し
て
ゆ
く
。
こ

こ
か
ら
第
七
二
回
審
議
会
(
七
五
年
十
二
月
)
の
ま
で
が
「
三
全
総
開

始
時
期
」
で
、
吋
一
一
一
全
総
概
案
』
が
完
成
し
た
時
期
で
あ
る
。

E
期
一
一
一
全
総
中
期

『
三
全
総
概
案
」
が
提
示
さ
れ
た
後
、
第
七
三
回
審
議
会
の
直
前
ま

で
に
は
複
数
の
調
査
審
議
が
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
時
期
を
「
一
ニ
全
総
中

期
」
と
す
る
。

w期
三
全
総
後
期

第
七
三
回
審
議
会
か
ら
第
七
六
回
審
議
会
ま
で
に
国
土
庁
試
案
の
詰

め
が
行
な
わ
れ
た
時
期
で
あ
る
。

以
上
の
四
つ
の
時
期
ご
と
に
調
査
審
議
及
び
作
業
を
行
な
っ
た
政
策

ア
ク
タ
ー
の
変
化
と
協
議
の
内
容
に
着
目
し
、
政
策
協
議
の
ア
リ
ー
ナ

の
状
況
と
外
生
要
因
の
変
化
の
二
点
か
ら
、
唱
導
連
携
の
状
況
を
記
述

し
て
ゆ
く
。

一
一
|
三
唱
導
連
携
モ
デ
ル
に
よ
る
政
策
集
約
過
程
の
記
述

ニ
l
三
!
一
協
議
過
程
の
概
要

は
じ
め
に
、

I
1
N
の
時
期
別
に
、
調
査
審
議
の
過
程
を
概
観
す
る
。

(一

)

I
期
総
点
検
開
始
時
期

-
期
で
は
総
点
検
作
業
の
基
本
方
針
と
基
本
的
な
八
項
目
が
示
さ
れ

た
後
、
そ
の
方
針
に
添
っ
て
総
点
検
G
か
ら
「
巨
大
都
市
問
題
』
『
土

地
問
題
」
の
二
項
目
の
検
討
結
果
が
公
表
さ
れ
、
審
議
会
に
諮
ら
れ
た

(
こ
の
時
期
、
総
点
検
G
以
外
の
政
策
ア
ク
タ
ー
は
水
面
下
の
作
業
の

「
第
三
次
全
国
総
合
開
発
計
画
」
の
政
策
形
成
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
悶
)

一二

O
七
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み
。
表
2
I
4
、
I
期
を
参
照
)
。

(二
)

E
期
三
全
総
開
始
時
期

三
全
総
の
基
本
方
針
(
七
五
年
四
月
)
後
に
新
・
旧
グ
ル
ー
プ
毎
に

協
議
が
頻
繁
に
行
な
わ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
議
論
が
審
議
会
(
七
五
年
十
二
月
一
一
一
日
の
第
七
二
阻
審

議
会
)
、
及
び
計
画
部
会
(
審
)
(
同
年
十
二
月
一
五
日
)
を
経
て
集
約

さ
れ
、
一
一
一
全
総
概
案
の
閣
議
決
定
へ
と
至
っ
た
(
同
年
十
二
月
二
四
日
)
。

七
五
年
十
二
月
の
三
全
総
概
案
で
は
一
ニ
金
総
の
開
発
方
式
に
「
定
住
構

想
」
を
採
用
す
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
。

(一一一
)

E
期
三
金
総
中
期

三
金
総
概
案
が
一
不
さ
れ
た
後
の

E
期
に
は
、

E
期
に
引
き
続
き
一
一
一
全

総
に
独
自
の
視
点
で
あ
る
か
人
口
と
定
住
に
関
わ
る
誠
査
d

が
進
め
ら

れ
、
『
超
長
期
展
望
作
業
』
『
人
口
推
計
作
業
」
「
意
向
調
査
」
が
集
中

し
て
行
な
わ
れ
公
表
さ
れ
た
。

m期
で
頻
繁
に
調
査
審
議
を
行
な
っ
た

の
は
三
全
総
策
定
決
定
以
降
に
調
査
審
議
を
始
め
た
新
し
い
政
策
ア
ク

タ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
ら
政
策
ア
ク
タ
ー
は
、
「
定
住
構
想
」
実
現
に
向

け
ら
れ
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
政
策
ア
ク
タ
ー
の
調
査
審
議
を
受
け
た
と
り
ま
と
め
作
業
の

開
始
後
に
、
守
旧
派
と
も
い
え
る
総
点
検
G
(守
旧
グ
ル
ー
プ
)
か
ら
、

「
事
業
」
関
連
の
検
討
結
果
が
示
さ
れ
る
。
新
方
針
の
下
で
、
二
(
新
)

一二

O
八

全
総
の
点
検
を
行
な
う
総
点
検
G
か
ら
の
政
策
提
言
が
遅
れ
た
の
は
、

事
業
計
画
に
関
連
す
る
省
庁
や
与
党
な
ど
か
ら
の
反
発
の
受
け
皿
と

な
っ
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
新
全
総
(
一
九
六
九
年
策
定
)
の
策
定
以

降
継
続
さ
れ
て
き
た
総
点
検
G
か
ら
は
、
残
る
項
目
で
あ
る
吋
工
業
基

地
問
題
』
「
全
国
幹
線
交
通
施
設
の
整
備
に
つ
い
て
』
(
こ
れ
ら
は
、
「
事

業
ベ

i
ス
」
で
図
土
構
想
を
示
し
た
こ
(
新
)
全
総
の
柱
と
な
る
重
要

項
目
で
あ
る
。
)
の
検
討
結
果
が
こ
こ
で
は
じ
め
て
公
表
さ
れ
た
。

(四
}

W

H

期
一
一
一
全
総
後
期

w期
で
は
、
協
議
は
全
て
審
議
会
G
と
計
爾
部
会
(
審
)
G
と
い
う

権
威
付
け
の
機
関
で
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
調
査
審
議
を
ふ

ま
え
た
ま
と
め
が
行
な
わ
れ
る
時
期
で
あ
る
。

即
日
期
に
は
、
所
轄
官
庁
で
あ
る
国
土
庁
の
計
画
・
調
整
局
が
中
心
と

な
っ
て
、
関
係
省
庁
と
の
調
整
作
業
を
す
る
と
と
も
に
、
国
土
庁
試
案

の
た
た
き
台
が
策
定
さ
れ
、
審
議
に
付
さ
れ
た
。
調
整
作
業
の
最
中
に

は
経
済
成
長
予
測
に
対
す
る
批
判
が
あ
が
る
と
同
じ
に
、
『
全
国
幹
線

交
通
体
系
の
整
備
』
を
中
心
と
す
る

H

事
業
内
容
。
が
争
点
と
な
っ
た
。

ニー一一一
ta--

ニ
唱
道
連
携
の
記
述
の
前
提

次
に
、
政
策
形
成
の
ア
リ
ー
ナ
に
お
け
る
唱
道
連
携
の
状
況
を
モ
デ

ル
に
当
て
は
め
て
記
述
す
る
。

ア
リ
ー
ナ
の
構
成
員
は
、
調
査
審
議
の
ア
ク
タ
ー
(
総
点
検
G
、
超



長
期
展
望

G
、
人
口
推
計
G
、
意
向
調
査
G
、
計
岡
部
会
(
審
)
G、

審
議
会
G
、
計
闘
部
会
(
審
)
G、
と
り
ま
と
め
作
業
G
)
で
あ
る
。

唱
道
連
携
の
記
述
の
前
提
と
し
て
、
政
策
の
対
立
を
手
が
か
り
に
各

ア
ク
タ
ー
の
動
き
を
整
理
し
、
唱
道
連
携
グ
ル
ー
プ
・
政
策
ブ
ロ
ー

カ
ー
の
存
在
を
論
証
す
る
。
こ
の
こ
つ
の
主
要
な
要
素
を
明
ら
か
に
し

た
上
で
、
最
後
に
、

I
l
w期
ま
で
の
唱
道
連
携
の
状
況
を
示
す
。

ニ
ー
三
|
一
一
|
一
争
点
の
顕
在
化
と
連
携
グ
ル
ー
プ
の
特
定

本
稿
で
い
う
「
連
携
グ
ル
ー
プ
」
と
は
、
P

同
じ
政
策
指
向
を
も
っ

た
政
策
ア
ク
タ
ー
の
一
群
u

を
指
す
概
念
で
あ
る
こ
と
は
冒
頭
に
述
べ

た
。
各
ア
ク
タ
ー
の
政
策
志
向
は
、
調
査
・
審
議
の
結
果
を
も
っ
て
明

ら
か
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
各
期
に
お
け
る
各
ア
ク
タ
ー
の
主
張
を

反
映
し
た
調
査
審
議
の
結
果
の
相
違
性
を
分
析
す
る
と
連
携
グ
ル
ー
プ

の
メ
ン
バ
ー
を
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
(
調
査
審
議
は
数
多
く

行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
特
に

J

ニ
全
総
各
期
に
お
け
る
重
要
争
点
H

と

し
て
具
体
的
に
は
「
開
発
主
義
↓
低
開
発
主
義
へ
の
方
針
転
換
の
是
非
」

「
一
ニ
全
総
の
新
方
針
の
内
容
」
「
新
方
針
下
に
お
け
る
三
全
総
の
事
業

内
容
」
の
三
点
)
に
絞
り
各
ア
ク
タ
ー
が
ど
の
よ
う
な
政
策
志
向
を
示

し
た
か
を
見
る
事
に
す
る
。

連
携
グ
ル
ー
プ
聞
の
政
策
志
向
の
相
違
性
の
分
析
に
は
、
唱
道
連
携

モ
デ
ル
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
「
信
念
シ
ス
テ
ム
」
の
三
つ
の
次
元

(
『
深
い
核
(
規
範
)
』
『
核
の
近
く
(
政
策
)
』
「
二
次
的
な
様
相
』
、

r'
宮門

5
・
3
∞
∞
)
を
用
い
る
と
よ
り
細
か
い
分
析
が
可
能
と
な
る
。

『
深
い
核
(
規
範
)
」
と
は
、
規
範
的
・
存
在
論
的
な
公
理
に
相
当

す
る
も
の
で
あ
り
、
政
策
ア
ク
タ
ー
や
連
携
グ
ル
ー
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
持

つ
信
念
・
哲
学
に
関
わ
る
次
元
で
あ
る
(
以
下
、
「
信
念
」
と
す
る
。
)
。

「
核
の
近
く
(
政
策
)
」
と
は
、
「
深
い
核
(
規
範
)
』
を
達
成
す
る
た

め
の
基
本
戦
略
と
政
策
を
示
す
次
元
で
あ
る
(
以
下
、
「
政
策
方
針
」

と
す
る
。
)
。
「
二
次
的
な
様
相
」
と
は
、
特
定
の
政
策
分
野
に
お
け
る

政
策
の
方
針
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
、
多
数
の
機
械
的
な
決
定
と

必
須
の
情
報
開
示
を
含
む
次
元
で
あ
る
(
事
業
の
個
所
づ
け
を
中
心
と

し
た
利
益
関
心
に
関
係
す
る
次
元
で
あ
り
事
業
の
執
行
に
関
わ
る
。
以

下
、
「
事
業
」
と
す
る
。
)
。

サ
パ
テ
ィ
ア
は
、
政
策
指
向
の
相
違
性
は
「
事
業
」
レ
ベ
ル
↓
「
政

策
方
針
」
レ
ベ
ル
↓
「
信
念
」
レ
ベ
ル
の
順
で
相
違
が
深
刻
に
な
り
連

携
グ
ル
ー
プ
閥
の
妥
協
が
難
し
く
な
る
と
し
て
い
る
。
一
言
い
か
え
る
と
、

三
つ
の
次
元
を
区
別
す
る
こ
と
で
、
連
携
グ
ル
ー
プ
問
の
対
立
の
次
元

を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
定
義
に
基
づ
い
て
、
争
点
に
関
連
す
る
調
査
審
議
内
容
を
整

理
し
て
、
各
期
の
重
要
争
点
ご
と
に
対
立
関
係
を
ま
と
め
た
(
次
頁
、

表
2
1
4
参
照
)
。
こ
の
ま
と
め
に
基
づ
い
て
、
協
議
内
容
の
分
類
か
ら

明
ら
か
に
な
っ
た
政
策
指
向
の
相
違
性
を
示
す
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

-
期
で
は
、
金
総
の
方
針
の
方
向
転
換
の
是
非
が
関
わ
れ
、
「
信
念
」

の
次
元
で
各
政
策
ア
ク
タ
ー
の
対
立
が
発
生
し
た
。
二
(
新
)
全
総
の

「
第
三
次
全
国
総
合
開
発
計
画
」
の
政
策
形
成
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
田
)

一二

O
九
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表2-4 調査審議内容に見る連携グループ聞の相違点

開発推進路線→開発抑制路線への方針転換の是非

連携グループ名 守!日グループ 新構想グループ(水面下)

構 成 員 総点検G、i日審議会 審議会、超長期展望G (水面下※)

主な主張 二(新)金総で掲げた新幹線、高速道路 石油ショックの影響は大きく、経済運
ネットワ}ク繋備、産業開発等の大規 営の方前針転換がせまられる中、周土構
模プロジェクトは、総点検作業(八項目 想、の提が大きく変わっている。資源
の検討事項)をした上で、速やかに実現 が有限であることや、経済状況が安定
する必要がある。 成長期に移行していることを前提にし

た国土構想が必要になっている。

信 念 経済成長(狭義の闘士構想) 文化・資源・人口配置(広義の鴎土構想)

政策方針 土木、建築、都市工学分野中心の閲土構想 「文化Jを含める国土構想、

事 業 総点検作業による事業苦十両の修正 人口推計作業への養手

第 I期

※l週土I'j'発足後に、超長期展望・調査(対 専門家、'じ閥)が行なわれ、「整備の重点変化、食糧・資源問題、
公害・環境問題、経済成長予測、森林・海洋・都市・工業立地他、居住可能人口(予測)Jについて意見臆取。

三全総の新方針の内容

連携グル』プ名 守!日グループ 新構想グループ

構 成 員 総点検G 計画部会(審) G 

主な主張 経済運営の方針が大騒な転換を迫られ ニ全総では、定伎を促進するような居
る中、二(新)全総の問題点を点検す 住環境整備を全国土に展開する。その
る作業を継続して、新たに策定される ために悶j-資源の点検(人口の将来分
三金総に反映させる必要がある。 布予測を含む)と、超長期の焼野に立つ

た国土構想を示す必要がある。

信 念 成長基調の計闘の見なおし 低成長基調での闘士構想(長期日

様の検討)

政策方針 (継続)経済成長予測の修正に付随する、 総合的環境(人口、経済、文化、事

各分野の開発プロジェクトの見なおし 業)整備の促進

事 業 ナショナルプロジェクトの見なおし 定住閤構想、居住環境整備

第E期

三
一

O

新方針下における三全総の事業内容

連携グjトプ名 守旧グループ 新構想グループ

構 成 員 総点検G 言十繭部会(審) G、超長期展望G、

人口推計G、意向調査G

主な主張 低成長時代を前提にした修正の必要性 新たな悶土構想は人口の将来分布の推
はわかるが、既に決定された期発プロ 計結果にもとづいて、総合的な環境整
ジェクトは最低限必要なものなので、 備(居住環境の向上や歴史・文化の継
大幅には縮小できない。 承なども目的に含む)の計闘を行なう

信 念 開発の継続(短期・狭義の国土計画) 国土開発の再組織化、開発と保全(長

期・広義の国一士計画)、のバランス

政策方針 二(新)金総の事業計画の継続・中 定住閤構想(地方財政制度等の変

止の検討 吏含む)

事 業 実施官庁との調整、利主主表的 経済成長率の低め修正と事業の縮小

第E期



経
済
成
長
路
線
に
対
し
て
、
低
成
長
路
線
と
し
て
「
文
化
・
資
源
・
人

口
配
置
」
と
い
う
新
た
な
構
想
の
方
向
性
が
模
索
さ
れ
、

i
金
総
で
は

い
ず
れ
の
路
線
に
比
重
を
置
い
て
ゆ
く
か
が
争
点
と
な
っ
た
。

E
期
で
は
、
低
成
長
路
線
(
文
化
・
資
源
・
人
口
配
霞
)
が
採
用
さ

れ
て
「
政
策
方
針
」
の
次
元
で
各
政
策
ア
ク
タ
ー
の
対
立
が
発
生
し
た
。

前
者
で
は
、
経
済
成
長
予
測
の
修
正
に
付
随
す
る
、
各
分
野
の
開
発
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
見
な
お
し
が
、
後
者
で
は
、
総
合
的
環
境
(
人
口
、
経

済
、
文
化
、
事
業
)
繋
備
の
促
進
を
方
針
に
掲
げ
、
い
わ
ゆ
る
産
業
基

盤
等
の
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
偏
ら
な
い
、
文
化
、
生
活
断
を
殺
か
に

す
る
問
土
構
想
が
模
索
さ
れ
た
。

理
期
で
は
、
概
ね
、
新
た
な
流
れ
の
国
土
構
想
へ
と
一
一
一
全
総
は
収
飲

し
て
ゆ
く
よ
う
に
見
え
た
が
、
ニ
(
新
)
八
五
総
の
総
点
検
で
は
開
発
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
縮
小
を
求
め
る
新
方
針
に
沿
っ
た
検
討
が
行
な
わ
れ
て

い
た
が
、
関
係
す
る
事
業
省
庁
や
地
方
自
治
体
な
ど
か
ら
の
反
発
に
よ

り
、
新
方
針
下
で
の
卒
業
内
容
に
変
更
が
迫
ら
れ
る
と
い
う
「
事
業
」

の
次
元
で
問
題
が
起
こ
り
、
こ
こ
で
も
各
政
策
ア
ク
タ
ー
の
対
立
が
発

生
し
た
。

以

t
の
相
違
点
か
ら
、

n
同
じ
政
策
指
向
を
も
っ
た
政
策
ア
ク
タ
ー
“

が
次
の
よ
う
に
特
定
で
き
る
。

つ
ま
り
、
二
(
新
)
金
総
の
開
発
指
向
の
流
れ
を
汲
み
、
政
策
転
換

を
よ
り
小
幅
に
静
め
た
い
守
旧
派
と
、
一
二
会
総
と
し
て
新
た
な
関
土
構

想
を
め
ざ
す
グ
ル
ー
プ
と
が
、
信
念

(
I期
)
・
政
策
方
針

(
H
m別)・

事
業

(
E期
)
の
各
次
元
で
、
対
立
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
以
降
、

連
携
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
前
者
を
「
守
旧
グ
ル
ー
プ
」
、
後
殺
を
「
新

構
想
グ
ル
ー
プ
」
と
す
る
。

一一
it--

一一一

l
二

i
ニ
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
特
定

政
策
争
点
の
顕
在
化
に
よ
る
連
携
グ
ル
ー
プ
の
形
成
と
対
立
を
も
た

ら
す
動
き
に
対
し
て
、
協
議
の
節
目
節
目
に
連
携
グ
ル
ー
プ
悶
を
取
り

持
ち
一
定
の
合
意
形
成
を
も
た
ら
し
議
案
を
と
り
ま
と
め
る
役
割
を

担
っ
た
政
策
ア
ク
タ
ー
が
「
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
」
で
あ
る
。
理
論
k
で

は
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
迷
携
グ
ル
ー
プ
と
は
異
な
る
第
三
者
、
だ
が
、
実

際
に
は
政
策
ア
ク
タ
ー
が
そ
の
役
割
を
兼
ね
る
場
合
が
あ
る
。

審
議
経
過
を
見
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
審
議
調
査
を
最
終
的
に
と

り
ま
と
め
た
の
は
、
-
矧
で
は
審
議
会
(
旧
)
、

E
期
で
は
容
議
会
(
新
)

及
び
計
一
胸
部
会
(
審
)
G
、

E
期
で
は
国
土
庁
の
所
轄
部
局
の
取
り
ま

と
め
作
業
G
(新
)
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
ご
と
に
異
な
っ

た
ア
ク
タ
ー
が
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
の
役
割
を
果
た
し
て
い
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
(
ま
た
、

W
M
期
で
は
政
策
策
定
過
程
が
終
楼
に
差
し
掛
か
っ
て

そ
れ
ま
で
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
だ
っ
た
審
議
会
は
ブ
ロ
ー
カ
ー
機
能
を
発

揮
せ
ず
協
議
主
体
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
こ
の
期
の
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー

は
さ
ら
に
別
に
存
在
し
た
可
能
性
を
後
ほ
ど
検
討
す
る

0
1

次
に
、
こ
れ
ら
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
が
ど
の
よ
う
な
メ
ン
バ
ー
か
ら
な

る
の
か
を
具
体
的
に
示
す
。

「
第
三
次
全
国
総
合
開
発
計
画
」
の
政
策
形
成
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
間
)



筑
波
法
政
第
三
十
七
号
(
一
一

O
O閥
)

は
じ
め
に
、
審
議
会
G
、
計
画
部
会
(
審
)
G
の
メ
ン
バ
ー
構
成
を

み
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
メ
ン
バ
ー
構
成
の
分
析
に
当
た
っ
て
は
委
員

の
中
で
も
中
心
と
な
る
人
物
と
し
て
会
長
、
又
は
部
会
長
級
の
経
歴
(
委

員
が
そ
れ
ま
で
関
わ
っ
た
審
議
会
や
学
識
経
験
者
で
は
背
後
に
あ
る
学

会
等
)
を
重
視
す
る
。

(
一
)
審
議
会
G

ま
ず
、
審
議
会
G
の
メ
ン
バ
ー
の
構
成
を
見
る
と
政
治
家
・
学
識
経

験
者
・
行
政
機
関
関
係
者
の
人
数
が
同
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
立
性

の
確
保
を
意
識
し
た
バ
ラ
ン
ス
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
各
メ
ン
バ
ー
の
経
歴
を
細
か
く
見
て
い
く
と
必
ず
し
も
バ

ラ
ン
ス
が
よ
い
人
選
と
は
言
い
難
い
こ
と
が
判
る
(
表
2
1
5
、
参
照
)
。

そ
の
理
由
と
し
て
以
下
の
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

(a)
政
治
家
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
一
号
、
二
号
委
員
に
は
、
国

土
関
遼
新
法
案
の
検
討
時
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
国
土
開
発
関
係
を

専
門
領
域
と
す
る
議
員
(
族
議
員
)
が
入
っ
て
い
る
。
こ
の
議
員
は
国

土
庁
長
官
(
当
時
、
金
丸
信
氏
)
の
私
的
懇
談
会
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ

る
の
で
、
彼
の
代
理
の
役
割
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。

(b)

一
一
一
号
委
員
の
内
訳
を
見
る
と
、
行
政
機
関
関
係
者
が
多
く
学

識
経
験
者
は
非
常
に
少
な
い
。
行
政
関
係
者
の
割
合
の
高
い
審
議
会
に

は
笠
(
一
九
九
五
)
が
述
べ
る
よ
う
に
、
審
議
会
の
中
立
性
に
疑
問
が

一一一一一一

残
る
。

(

C

)

会
長
の
石
原
周
夫
氏
の
綬
歴
に
つ
い
て
み
る
と
、
高
度
成
長

期
に
策
定
さ
れ
た
「
経
済
社
会
基
本
計
画
」
(
七
一
一
一
年
二
月
閣
議
決
定
)

の
検
討
に
関
わ
っ
た
私
的
諮
問
機
関
(
懇
談
会
)
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ

た
。
(
こ
の
計
画
は
田
中
角
栄
首
相
(
当
時
)
の
掲
げ
る
経
済
発
展
優

先
の
方
針
の
色
濃
い
も
の
で
あ
っ
た
。
)
金
総
の
連
携
グ
ル
ー
プ
の
区

分
で
見
れ
ば
、
邸
中
元
首
相
の
陣
営
で
あ
る
こ
(
新
)
全
総
と
い
う
高

度
成
長
・
開
発
促
進
路
線
「
守
旧
グ
ル
ー
プ
」
に
属
し
て
い
た
と
い
え

る
。
石
原
氏
が
こ
(
新
)
全
総
の
開
発
促
進
路
線
の
政
治
家
の
代
理
人

と
し
て
活
動
し
て
い
た
と
言
い
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
一
一
一
全
総
と

い
う
新
た
な
低
成
長
路
線
に
ど
こ
ま
で
コ
ミ
ッ
ト
す
る
用
意
が
あ
っ
た

か
は
疑
問
で
あ
る
。
連
携
グ
ル
ー
プ
の
両
方
に
通
じ
て
利
害
調
整
に
カ

を
発
揮
す
る
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
し
て
の
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。

(
一
一
)
計
画
部
会
(
審
)
G

次
に
、
計
画
部
会
(
審
)
G
の
メ
ン
バ
ー
構
成
の
特
徴
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
の
は
、
計
画
部
会
の
委
員
の
半
分
以
上
が
審
議
会
と
兼
任
の
委

員
で
あ
っ
た
(
ゆ
え
に

ρ

計
画
部
会
(
審
)
G
H
と
名
づ
け
た
)
こ
と

で
あ
る
。
彼
ら
は
専
門
家
の
立
場
と
し
て
参
加
す
る
と
と
も
に
、
政
策

の
調
査
・
検
討
の
中
で
獲
得
す
る
情
報
を
審
議
会
と
計
画
部
会
(
審
)

G
の
問
で
受
け
渡
し
が
で
き
る
。



衣2-5 饗議会と寝議会の構成

.終際(o会長)/0他の恭議会、Z及えひ
会そ等F字hにf所y好?泌戚i(又は絞験イ有:{命ヴ)の委i員1 

0新首都問題懇談会('75， 2月発足、金丸悶土

庁長官の私的懇談会)委員 2名

6名

(151'，) 

15名 O海外経済強力基金総哉、 leH4'開発銀行総絞

0，乙「新経済計 ITIlj懇談会」会民必

.行政機関関係者 6名以上〈訪U1'l"中〉

・都市計画分野の近鉄]t，、その他大学関係'fj'1名

(151'，) 

12;t; ・12省庁・事務次官(~ヒ海道開発・経済企jj国・
ßi~境， ['lill:JJ'、大蔵省、厚生ti、農水省、通産

省、運輸省、労働省、建設省、自治省)

・奈良りふ浜松市、熊本WW'1J品京都小l'ii[間I

小;;1'(滋m
4号委員(関係行政機関の職w

5号委員(地方公共同体の長) 3名

小計(行政関係) (15名)

※「新経済計 j，I'j懇淡会Jとは、続渋滞議会メンバーをq'心つくられた:&ti1ij委民会で 奇1;メンバーと学

字?による非公式の懇談会で、， 72年目)jに発足u この'1'にはJふ二(ザrl :'Í~総の研究会メンバーの学
符 2i引が合まれる u長野、 2003、pp.530)。

Gのメンバー構成

.統校(v音11会長)/0他の審議会、"&び私的懇

談会等に所属(又は経験有)の委員 。部会長

①委良 15名 O審議会委員と兼任15名

( 3号委民、学識経験符と i詰]じ)eCV都市計阿分野の家主交

(]:特別委員 12名 ・行政機関関係者 5名以上〈調f豊中、元通産官

僚合む〉

0)己、新経済計断懇談会(綬済審議会メンバ-

'1:1心)会民 '1'，

・大学等教育機関関係者 7名(うち土木・交通
分野東鎖的ー名)

OFH関者Il1li国家構想研究グループ《名(大平首

相私的懇談会、'じ九年サ1発足*もと ・コ全総

の審議会委員 l名を含むグループ)

*ド[Jについては、(ド河辺、 1994、pp.157) を参!被したり

委員の区分'77irllJl2 H 現在 (39~う)

9名1号委員(衆議院議員)

2号委員(参議院議員)

小計(議対)

3号fil'1(学識経験者)

表2-6 言j'阿部会(饗)

委長の区分 (;it27名)

(内閣総理大臣による任命)

「
第
三
次
全
国
総
合
開
発
計
尚
」
の
政
策
形
成
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
削
)



筑
波
法
政
第
三
十
七
号
(
二

O
O
問
)

特
徴
が
あ
る
の
は
計
画
部
会
(
審
)
G
の
特
別
委
員
の
人
選
の
方
法

で
あ
る
。
政
治
リ
ー
ダ
ー
(
位
相
)
が
指
名
で
き
る
た
め
、
特
別
委
員

に
は
時
の
政
府
首
脳
の
代
理
人
と
し
て
の
性
格
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
特
別
委
員
の
中
に
大
平
正
芳
首
相
が
提
鳴
す
る

P

田
園
都
市

構
想
μ

を
推
進
す
る
政
策
研
究
会
の
議
長
で
、
定
住
構
想
の
実
現
を
促

進
し
よ
う
と
し
た
グ
ル
ー
プ
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
で
あ
る
梅
棒
忠
夫
氏

が
い
た
こ
と
が
一
例
で
あ
る
。

-
期
1
盛
期
で
は
計
阿
部
会
(
審
)
G
が
調
査
審
議
の
場
を
多
く
持
っ

て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
部
会
は
、
単
な
る
権
威
付
与
の
担
い

手
で
な
く
、
「
新
構
想
グ
ル
ー
プ
」
の
一
端
を
お
一
い
協
議
の
当
事
者
と

し
て
の
性
格
も
持
っ
て
い
る
の
つ
ま
り
、
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
協
議
主

体
と
い
う
二
つ
の
機
能
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
ゴ
一
)
所
轄
官
庁
(
悶
土
庁
)

と
り
ま
と
め
作
業
G
(新
)
の
ア
ク
タ
ー
は
国
土
庁
で
あ
り
、
組
織

的
に
次
の
特
徴
を
持
つ
。
ま
ず
、
当
時
の
間
土
庁
は
庁
内
の
局
の
主
要

ポ
ス
ト
が
ほ
と
ん
ど
他
省
庁
か
ら
の
出
向
者
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
出

向
者
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
出
身
官
庁
の
出

F

好
官
庁
の
主
張
や
省
議
か
ら

中
立
的
で
あ
る
こ
と
は
難
し
い
(
北
原
・

A

九
九
四
、
宅

MS)
状
況

に
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
国
土
庁
の
調
整
能
力
に
つ
い
て
は
、
国
土
庁
発

足
以
前
は
関
発
行
政
が
所
轄
官
庁
が
意
見
を
述
べ
る
所
か
ら
始
ま
っ
た

の
に
対
し
、
間
関
上
庁
発
足
以
後
は
「
関
係
者
が
一
一
一
日
っ
た
の
を
閤
附
い
て
モ

三
一
四

デ
レ

i
ト
に
調
整
す
る
」
(
下
河
辺
・
…
九
九
五
、
若
・
コ
念
と
い
う

か
た
ち
に
な
っ
た
。
一
言
替
え
れ
ば
、
国
土
庁
は
発
足
の
経
緯
に
よ
り
利

害
関
心
の
異
な
る
複
数
の
ア
ク
タ
ー
と
の
関
わ
り
と
政
策
調
整
機
能
を

も
と
も
と
持
っ
て
い
た
と
い
え
る
。
つ
ま
り
所
轄
官
庁
(
問
土
庁
の
計

爾
・
調
整
局
)
が
中
心
と
な
っ
て
、
関
係
省
庁
と
の
調
整
作
業
が
行
な

わ
れ
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
と
り
ま
と
め
作
業
を
通
じ
て
政

策
形
成
に
関
与
す
る
と
と
も
に
、
利
害
調
整
に
お
い
て
も
政
策
ブ
ロ
ー

カ
ー
と
し
て
の
役
割
も
担
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
問
)
政
治
リ
ー
ダ
ー

一
一
一
全
総
の
政
策
条
約
の
最
終
局
面
の

W
期
で
は
、
(
「
守
旧
」
「
新
構

想
」
グ
ル
ー
プ
問
の
争
点
が
「
経
済
フ
レ
ー
ム
」
と
「
全
国
幹
線
交
通

体
系
の
整
備
」
と
い
う
ご
点
で
顕
在
化
し
た
)
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
さ

ら
に
別
に
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
述
べ
た
。
開
発
の
規
模
を
め
ぐ

る
雨
グ
ル
ー
プ
の
攻
防
は
、
「
守
旧
グ
ル
ー
プ
」
の
ね
ば
り
に
よ
っ
て

採
り
一
決
さ
れ
る
経
緯
に
よ
り
、
七
七
年
十
月
九
日
に
は
開
発
路
線
を
延

命
し
た
交
通
体
系
の
枠
組
み
を
福
間
首
相
が
了
解
し
、
よ
う
や
く
諮
問
・

答
申
が
行
わ
れ
た
。

一
一
一
全
総
の
策
定
期
間
中
に
は
三
つ
の
政
権
が
存
在
し
て
い
る
。
高
度

成
長
を
前
提
と
し
て
開
発
路
線
を
掲
げ
た
田
中
首
相
の
時
代
か
ら
、
石

油
シ
ョ
ッ
ク
を
経
て
低
成
長
(
綬
済
成
長
惑
の
鈍
化
)
を
前
提
と
し
て

開
発
路
線
の
速
度
を
緩
め
よ
う
と
し
た
一
一
一
木
武
夫
首
相
(
…
稲
田
副
首
相
・



大
蔵
省
長
官
)
の
時
代
を
経
て
、
こ
の
流
れ
を
踏
襲
し
「
有
資
源
時
代
」

と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
を
強
調
(
星
野
編
・
二

O
O三、
-
M
℃
-
M∞
叶
)

し
た
福
間
越
夫
首
相
の
時
代
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

三
木
・
福
田
時
代
に
は
経
済
運
営
の
函
で
連
続
性
が
あ
り
、

P

開
発

路
線
の
減
速
d

面
で
も
一
貫
し
た
態
度
が
と
ら
れ
て
お
り
、
二
人
の
政

治
リ
ー
ダ
ー
間
に
政
策
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
一
一
一
会
総
の
策
定
過
程
の
も
開
発
抑
制
へ
の
路
線
変
更
も
同
時
に
起

こ
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
福
岡
首
相
時
代
に
は
七
七
年
五
月
の
ロ
ン
ド
ン
・
サ
ミ
ッ

ト
を
契
機
に
、
成
長
路
線
へ
と
再
び
路
線
変
更
を
は
か
る
(
そ
の
後
、

翌
年
七
八
年
七
月
に
行
な
わ
れ
た
ボ
ン
・
サ
ミ
ッ
ト
で
一
稲
田
首
相
は
、

日
本
の
経
済
成
長
率
を
高
め
る
こ
と
で
世
界
経
済
を
牽
引
す
る
機
関
車

役
を
引
き
受
け
る
と
し
て
、
経
済
成
長
七
%
を
約
束
す
る
。
)
。
福
郎
首

相
の
開
発
路
線
へ
の
闘
婦
を
受
け
て
三
金
総
の
策
定
作
業
も
二
部
開

発
を
延
命
u

と
い
う
路
線
変
更
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
困
難
で

は
な
か
っ
た
と
息
わ
れ
る
。
一
一
一
全
総
の
開
発
路
線
は
内
需
拡
大
に
よ
る

国
際
社
会
資
献
と
い
う
大
義
を
得
て
生
き
残
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
修
正
が
可
能
で
あ
っ
た
要
因
を
問
え
ば
、
首
相
と
い
う
強

力
な
政
治
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
そ
の
後
の
安
定
成
長
路
線
を
に
ら
ん
だ
了

解
が
大
き
な
決
定
要
因
に
な
っ
た
よ
う
に
息
わ
れ
る
。
政
治
リ
ー
ダ
ー

が
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
し
て
機
能
し
た
好
例
で
あ
る
。

ニ
ー
三
|
三
ア
リ
ー
ナ
の
記
述

こ
れ
ま
で
ま
と
め
て
き
た
連
携
グ
ル
ー
プ
及
び
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
と

い
う
構
成
要
素
と
、
唱
道
連
携
の
状
況
を
用
い
て
、
ア
リ
ー
ナ
を
記
述

す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

一
ニ
全
総
の
政
策
策
た
過
程
(
前
頁
、
図
2
1
3
、
2
1
4
)
を
見
る
と
、

徐
々
に
連
携
グ
ル
ー
プ
が
顕
在
化
し
て
ゆ
く
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
両

者
に
対
し
て
、
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
し
て
合
意
形
成
を
取
り
持
っ
た
の

は
、
①
「
法
的
根
拠
を
持
つ
審
議
会
」
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

②
「
所
轄
官
庁
の
作
業
者
」
(
調
整
志
向
の
プ
ラ
ン
ナ
ー
、
及
び
そ
の

理
論
武
装
を
援
護
す
る
学
識
経
験
者
も
含
む
)
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
ら

を
代
理
人
と
し
て
送
り
こ
む
誘
因
を
持
つ
①
有
力
政
治
家
等
も
ま
た
間

接
的
に
で
は
あ
る
が
有
カ
な
関
係
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
政
策
ブ
ロ
ー

カ
ー
は
理
論
上
と
は
異
な
り
、
代
理
人
を
一
部
含
む
メ
ン
バ
ー
構
成
に

な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
ア
リ
ー
ナ
は
、
代
理
人
に
よ
る
間
接
的
な
介
入

の
機
能
を
持
ち
得
る
。

以
上
が
、
協
議
過
程
で
起
こ
っ
た
事
象
と
政
策
ア
リ
ー
ナ
で
の
ア
ク

タ
ー
の
行
動
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。

個
別
の
ア
ク
タ
ー
に
着
目
し
た
分
析
で
は
、
調
査
審
議
の
過
程
を
経
て

政
策
志
向
の
連
合
で
あ
る
連
携
グ
ル
ー
プ
が
生
ま
れ
る
こ
と
、
こ
の
迷

携
グ
ル
ー
プ
の
関
を
取
り
持
ち
政
策
集
約
を
実
現
す
る
た
め
に
政
策
ブ

ロ
ー
カ
ー
の
役
割
と
人
選
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。

次
に
検
討
す
る
の
は
、
全
総
の
ア
リ
ー
ナ
に
お
け
る
競
合
グ
ル
ー
プ

「
第
三
次
全
国
総
合
開
発
計
画
」
の
政
策
形
成
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
間
)

三
一
五
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新構想、グループ

経済・社会環境の変化

と新たな閤土構想の模索

守旧グループ

争点 1
方針転換の是非

争点、 2
新方針の内容

経済成長率予測・
開発プロジ、エクト縮小

について妥協

既存プロジェクト
の見直し困難(利害

関係者の圧力)

争点 3
新方針下の事業内容

守旧・新構想グル}プの政策の変化

間
で
の
相
五
作
用
を
し
な
が
ら
協
議
が
進
行
し
た
こ
と
を
示
す
(
つ
ま

り
、
政
策
志
向
型
学
習
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
)
こ
と
で
あ
る
。

「
政
策
志
向
型
学
習
」
と
は
唱
道
連
携
の
結
果
形
成
さ
れ
た
各
連
携
グ

ル
ー
プ
が
審
議
調
査
を
通
し
て
起
こ
す
相
互
作
用
的
行
為
を
指
す
。
具

体
的
に
は
各
連
携
グ
ル
ー
プ
が
対
立
と
合
意
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
競

合
グ
ル
ー
プ
の
政
策
志
向
を
少
し
ず
つ
自
グ
ル
ー
プ
の
政
策
に
反
映
さ

せ
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
一
二
全
総
の
場
合
を
、
表
2
1
4
(
二

|

三
i
二
|
一
参
照
)
を
時
系
列
で
再
編
集
し
た
も
の
に
基
づ
い
て
、
守

旧
・
新
構
想
グ
ル
ー
プ
の
政
策
の
変
化
を
観
察
す
る
と
興
味
深
い
こ
と

が
わ
か
る
。

こ
の
留
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
①
I
期
の
争
点
「
方
針
転
換
の
是
非
」

で
は
、
守
旧
(
開
発
志
向
)
↓
新
構
想
(
方
針
転
換
)
グ
ル
ー
プ
へ
の

影
響
、

E
期
の
争
点
「
新
方
針
の
内
容
」
で
は
、
新
構
想
(
人
口
ベ
ー

ス
(
方
針
)
採
用
)
↓
守
旧
(
事
業
の
抑
制
)
グ
ル
ー
プ
へ
の
影
響
、

直
期
の
争
点
「
新
方
針
下
の
事
業
内
容
」
で
は
、
新
構
想
(
開
発
事
業

の
一
部
抑
制
)
↓
守
旧
(
既
存
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
一
部
復
活
)
グ

ル
ー
プ
へ
と
政
策
内
容
の
変
更
を
促
す
影
響
力
が
そ
れ
ぞ
れ
観
察
さ
れ

る。

図2-5

こ
の
よ
う
に
各
連
携
グ
ル
ー
プ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
に
影
響
を
与
え

合
う
調
査
審
議
の
プ
ロ
セ
ス
が
各
期
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
サ
パ
テ
イ

ア
の
督
、
っ
「
政
策
志
向
型
学
習
」
と
い
う
相
互
作
用
が
各
期
に
起
こ
っ

て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
第
三
次
全
国
総
合
開
発
計
画
」
の
政
策
形
成
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
田
)

三
一
七



筑
波
法
政
第
三
十
七
号
(
一
一

O
O
同

一
一
|
四
ア
ク
タ
ー
を
取
り
巻
く
環
境

政
策
形
成
の
ア
リ
ー
ナ
に
お
け
る
相
互
作
用
に
加
え
て
、
政
策
形
成

の
ア
リ
ー
ナ
に
影
響
を
与
え
る
の
が
政
策
ア
ク
タ
ー
を
取
り
巻
く
環
境

安
閑
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
に
ア
ク
タ
ー
を
取
り
巻
く
環
境
研
究
因

を
述
べ
る
。
こ
の
節
で
検
討
す
る
の
は
、
三
)
外
生
婆
悶
の
影
響
と
、

(
二
)
ア
ク
タ
ー
が
ア
リ
ー
ナ
を
退
出
し
な
い
条
件
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。

二

四

l
一
外
生
要
因
の
影
響

外
生
要
凶
は
、
ア
ク
タ
ー
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
政
策
に
反
映
さ

れ
る
、
政
策
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
外
で
起
こ
っ
た
事
象
で
あ
る
(
図

1

1
参
照

τ
サ
バ
テ
イ
ア
が
挙
げ
る
外
生
変
数
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
し
た

が
っ
て
、
三
八
五
総
に
当
て
は
ま
る
項
目
を
列
挙
す
る
と
表
2

6
の
よ

う
に
な
る
。

一
二
九
七
総
の
場
合
、
外
生
要
国
が
明
ら
か
に
影
響
し
た
の
は
、
石
油

シ
ョ
ッ
ク
と

G
N
P
マ
イ
ナ
ス
成
長
と
い
う
経
済
的
姿
閣
の
変
化
で
あ

り
、
こ
れ
ら
が
新
経
済
計
爾
の
策
定
を
促
す
と
同
時
に
、
新
た
な
全
総

を
策
定
す
る
契
機
と
な
っ
た
。
政
策
の
内
訴
に
与
え
た
影
響
を
見
る
と
、

中
・
短
期
の
外
生
要
因
で
は
、
経
済
計
断
と
の
調
整
及
び
、
全
総
が
前

提
と
す
る
経
済
成
長
予
測
の
フ
レ
ー
ム
が
特
に
大
き
な
争
点
と
な
っ
て

お
り
、
多
く
の
ア
ク
タ
ー
か
ら
問
題
が
認
知
・
共
有
さ
れ
、
政
策
に
反

映
さ
れ
た
。
一
一
一
公
総
の
ケ

i
ス
で
は
、
資
源
安
川
内
(
具
体
的
に
は
行
油

シ
ョ
ッ
ク
)
は
、
政
策
レ
ベ
ル
で
は
、
「

G
N
P
マ
イ
ナ
ス
成
長
」
「
新

外生要闘と本事例jの該当項目表 2--6 

GNPマイナス成長
(' 74年)

ltl.t:構想の性格の二
重性(狭義・広義)

(日付"72)一三木('
74)ー悩回('76)ー

(大平.78)内閣

[tI;界的な資源問題

(石油ショック '731f)

-新絞i均百i側i策定
('75{jo) 

-先進路fli!の政治経
済体制(相互依存関
係の進行)

公判1111題への関心の

高まり
(公答開会'70{ド)

同士利用計[由iIi去成
~IL . t兵Ltlr発足
(' 741f) 

人

III典:Sabali町 (1988)pp.134をもとにしてi1lfH作成



経
済
計
酬
と
の
調
整
」
と
い
っ
た
絞
済
レ
ベ
ル
の
問
題
に
形
を
か
え
て

反
映
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
c

長
期
の
外
生
要
因
で
は
、
公
害
問
題
へ

の
関
心
の
高
ま
り
が
、
環
境
問
題
を
意
識
し
た
政
策
方
針
と
し
て
取
り

入
れ
ら
れ
た
り
、
資
源
の
有
限
性
が
強
調
さ
れ
て
、
同
士
資
源
の
点
検

へ
繋
が
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

概
し
て
、
経
済
状
況
の
撹
乱
要
因
と
見
な
さ
れ
た
場
合
、
迅
速
に
政

策
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

一
一
|
四
|
ニ
ア
リ
ー
ナ
を
選
出
し
な
い
理
由
l
l
l
取
引
費
用
ア
プ

ロ
ー
チ
を
用
い
た
補
足
1
1
1

同
引
導
連
携
モ
デ
ル
で
は
『
政
策
ア
ク
タ
ー
が
ア
リ
ー
ナ
に
参
加
し
続

け
る

H

誘
凶
作
を
説
明
す
る
機
能
』
が
な
い
。
こ
の
点
を
補
う
為
に
、

政
策
ア
ク
タ
ー
の
行
為
仮
説
を
導
入
し
て
、
若
干
の
補
足
を
行
、
っ
。

人
間
の
行
動
を
拘
束
す
る
誘
因
(
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
構
造
(
ノ

i
ス
・

一
九
九
凶
年
)
)
を
検
討
す
る
際
に
は
、
当
事
者
を
と
り
ま
く
環
境
条

件
の
考
察
は
不
可
欠
で
あ
る
。
環
境
条
件
と
行
為
(
こ
こ
で
は
政
策
ア

ク
タ
ー
の
選
択
)
と
の
関
係
を
理
論
化
し
た
も
の
と
し
て
「
取
引
費
用

政
治
学
(
あ
る
い
は
取
引
費
用
ア
プ
ロ
ー
チ
、
ノ

l
ス
三
九
九
四
)
・

デ
ィ
キ
シ
ッ
ト
(
て

0
0
0
)
)
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。

取
引
費
用
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
各
政
策
ア
ク
タ
ー
の
意
思
決
定

に
お
け
る
前
提
は
リ
ス
ク
を
段
小
般
に
留
め
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

会
総
の
策
定
過
程
に
お
け
る
政
策
ア
ク
タ
ー
の
意
志
決
定
に
は
、
①
(
長

期
に
わ
た
る
計
爾
策
定
が
継
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
)
「
ゲ

i
ム
理

論
で
い
う
グ
繰
り
返
し
ゲ

1
ム
M

の
下
に
あ
る
」
と
と
も
に
、
②
(
政

策
形
成
を
と
り
ま
く
環
境
は
、
政
策
ア
ク
タ
ー
に
は
予
測
不
.
り
能
な
出

来
事
の
集
積
で
あ
る
こ
と
か
ら
)
政
策
形
成
は
「
不
完
全
情
報
の
下
に

あ
る
」
と
い
う
二
つ
の
大
き
な
制
約
条
件
が
存
在
す
る
と
い
え
る
c

つ
ま
り
取
引
費
用
ア
プ
ロ
ー
チ
の
行
動
仮
説
を
援
用
す
る
と
、
「
.
不

完
全
情
報
下
か
つ
繰
り
返
し
ゲ

i
ム
下
で
は
、
リ
ス
ク
回
避
を
目
指
す

政
策
ア
ク
タ
ー
に
と
っ
て
は
政
策
策
定
に
役
立
つ
情
報
獲
得
は
最
優
先

課
題
で
あ
る
』
と
い
う
命
題
が
成
り
立
つ
。

こ
の
よ
う
な
環
境
条
件
下
で
考
え
ら
れ
る
シ
ナ
リ
オ
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
ま
ず
ア
ク
タ
ー
の
ア
リ
ー
ナ
へ
の
参
加
は
法
的
ま
た
は

相
組
織
的
に
半
ば
強
制
と
し
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
各
ア
ク
タ
ー

は
、
自
ら
の
政
策
志
向
を
で
き
る
だ
け
全
総
に
反
映
さ
せ
た
い
(
で
き

れ
ば
、
競
合
グ
ル
ー
プ
を
負
か
し
た
い
)
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
結
果
各
政
策
ア
ク
タ
ー
は
「
リ
ス
ク
回
避
」
を
非
常
に
重
視
す

る
よ
う
に
な
り
、
競
合
ア
ク
タ
ー
の
戦
略
に
つ
い
て
積
極
的
に
情
報
収

集
を
行
な
う
よ
う
に
な
る
。
こ
の
ア
リ
ー
ナ
に
参
加
す
る
ア
ク
タ
ー
全

員
に
ラ
イ
バ
ル
の
情
報
獲
得
の
動
機
が
発
生
す
る
た
め
(
一
方
的
な
情

報
の
摂
取
は
あ
り
得
な
い
の
で
、
)
グ
ア
リ
ー
ナ
に
参
加
し
続
け
る
誘
同
μ

が
発
生
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
全
総
を
協
議
す
る
ア
リ
ー
ナ
で
は
、
次
に
何
が
起
こ
る
か
を

予
測
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
環
境
で
あ
る
(
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
要
悶
)
。

「
第
三
次
全
国
総
合
開
発
計
断
」
の
政
策
形
成
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
田
)

三
一
九



筑
波
法
政
第
三
ト
じ
号
(
二

0
0
問
)

こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
政
策
策
定
に
参
加
し
た
以
上
、
成
果
を
残
す
た
め

に
他
の
談
合
ア
ク
タ
ー
の
情
報
を
獲
得
す
る
ま
で
は
ア
リ
ー
ナ
を
退
出

で
き
な
い
」
と
い
う
行
為
者
に
対
す
る
拘
束
力
が
発
生
す
る
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
な
っ
て
い
る
c

以
上
の
よ
う
に
、
環
境
H
政
策
ア
ク
タ
ー
の
相
互

作
用
関
係
の
仮
説
を
取
り
入
れ
て
は
じ
め
て
、
各
ア
ク
タ
ー
の
ア
リ
ー

ナ
へ
の
参
加
と
、
協
議
に
よ
る
連
携
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
の
誘
閃
が
説

明
で
き
る
の
で
あ
る
。

rJJj ~1; 
し響以
たと1:.

ア
ク
タ
ー
を
取
り
巻
く
潔
境
要
問
に
つ
い
て
、
外
生
要
因
の

ア
ク
タ
ー
が
ア
リ
ー
ナ
か
ら
退
出
し
な
い
条
件
の
・
一
点
を
説

結
論
1
1
1
ア
リ
ー
ナ
の
機
能

l
!

一
二
全
総
の
政
策
形
成
過
ね
に
つ
い
て
、

I
l
w
の
時
期
ご
と
に
調
査
・

稼
議
を
対
象
に
し
て
間
導
述
燐
モ
デ
ル
を
当
て
は
め
、
複
数
の
ア
ク

タ
ー
が
調
査
・
審
議
に
関
わ
る
政
策
形
成
の
ア
リ
ー
ナ
を
検
証
し
た
。

ア
リ
ー
ナ
の
分
析
で
は
、
ア
リ
ー
ナ
を
構
成
す
る
政
策
ア
ク
タ
ー
を

特
定
し
、
調
ム
H

・
審
議
に
お
け
る
政
策
志
向
の
相
違
点
の
形
成
に
つ
い

て
、
信
念
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
整
理
し
た
。
そ
の
紡
来
、
明
導
連
携
が

発
生
し
二
(
新
)
全
総
の
流
れ
を
汲
む
「
守
旧
グ
ル
ー
プ
」
と
、
「
新

構
想
グ
ル
ー
プ
」
の
形
成
を
線
認
し
た
。
こ
れ
ら
連
携
グ
ル
ー
プ
間
で

一二

O

は
、
政
策
の
調
A
H
-
審
議
を
行
な
う
過
程
で
相
互
作
別
(
対
立

i
影
響

l
妥
協
1

合
意
)
を
繰
り
返
し
、
一
一
一
全
総
の
政
策
方
針
が
決
定
さ
れ
た

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
問
導
連
携
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
分
析
し
た

一
二
全
総
の
ア
リ
ー
ナ
は
、
ア
ク
タ
ー
間
で
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
政
策

が
形
成
さ
れ
る
「
政
策
志
p

川
選
学
習
」
の
場
を
提
供
し
て
い
た
こ
と
か

ら
、
信
念
・
情
報
の
伝
達
の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
位
置

付
け
ら
れ
る
。

こ
の
ア
リ
ー
ナ
に
お
い
て
、
合
意
形
成
を
取
り
持
つ
政
策
ブ
ロ
ー

カ
ー
に
は
、
一
、
法
的
桜
拠
を
持
つ
審
議
会
と
計
阿
部
会
」
(
ま
た
彼
ら
を

代
別
人
と
し
て
送
り
込
む
誘
図
を
も
っ
有
力
政
治
家
等
も
間
抜
的
で
は

あ
る
が
宥
力
な
関
係
者
で
あ
る
。
)
で
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

所
轄
官
庁
の
作
業
狩
(
調
撃
志
向
の
プ
ラ
ン
ナ
ー
、
及
び
そ
の
擁
護
者

で
あ
る
学
識
経
験
者
も
含
む
)
が
肘
り
、
一
部
で
は
政
治
リ
ー
ダ
ー
が

政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
と
し
て
機
能
し
た
。
政
策
ブ
ロ
ー
カ
ー
は
別
論
上
の

中
U
一
性
の
担
い
手
で
あ
る
と
と
も
に
代
成
人
を
合
ん
で
お
り
、
公
式
メ

ン
バ
ー
以
外
が
ア
リ
ー
ナ
に
情
報
伝
達
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

次
に
ア
ク
タ
ー
を
と
り
ま
く
環
境
に
つ
い
て
検
討
し
た
c

ま
ず
、
ア

リ
ー
ナ
の
外
部
か
ら
の
影
響
を
検
討
し
た
。
被
数
の
外
生
要
凶
の
う
ち

迅
速
に
政
策
に
反
映
さ
れ
た
の
は
、
閣
の
経
済
状
況
の
撹
乱
婆
悶
と
認

識
(
石
油
シ
ョ
ッ
ク
を
引
き
金
と
し
た

G
N
P
マ
イ
ナ
ス
成
長
や
、
新

経
済
計
州
と
の
調
整
の
必
要
性
な
ど
)
さ
れ
た
要
肉
で
あ
っ
た
。
次
に

ア
ク
タ
ー
が
ア
リ
ー
ナ
を
退
出
し
な
い
条
件
に
つ
い
て
取
引
費
用
ア
プ



ロ
l
チ
で
検
討
し
た
結
果
、
ア
ク
タ
ー
が
ア
リ
ー
ナ
を
退
出
し
な
い
要

因
に
は
、
不
確
実
情
報
下
か
つ
繰
り
返
し
ゲ

l
ム
下
に
お
け
る
ア
ク

タ
ー
の
情
報
獲
得
欲
求
と
い
う
要
因
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。

ア
リ
ー
ナ
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
問
の
相
互
作
用
の
影
響
を
検
討
し
、

「
信
念
」
や
「
政
策
方
針
」
に
相
当
す
る
次
元
で
の
政
策
入
出
力
の
成

果
を
測
る
た
め
に
は
、
サ
パ
テ
ィ
ア
(
一
九
八
人
)
が
提
示
す
る
よ
う

な
信
念
シ
ス
テ
ム
を
用
い
た
政
策
内
容
分
析
が
有
用
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

本
稿
で
は
充
分
に
検
討
で
き
な
か
っ
た
が
、
広
義
の
制
度
(
ノ

l
ス(一

九
九
四
)
が
述
べ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
構
造
)
が
ア
ク
タ
ー
を
取
り
巻

く
環
境
条
件
を
形
成
し
、
ア
リ
ー
ナ
に
い
る
ア
ク
タ
ー
の
拘
束
要
因
に

な
る
可
能
性
が
あ
る
。
本
稿
で
は
一
部
「
外
生
婆
悶
」
「
情
報
」
に
つ

い
て
ふ
れ
た
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
、
こ
う
し
た
制
度
要
因
と
政
策

内
容
へ
の
影
響
に
関
す
る
考
察
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
西
尾
(
一
九

七
二
)
の
一
言
、
っ
「
参
与
性
」
や
「
計
画
の
詳
細
性
」
の
高
ま
り
と
、
政

策
内
容
と
の
関
係
も
今
後
さ
ら
に
検
討
し
た
い
。

本
稿
は
、
政
策
形
成
の
ア
リ
ー
ナ
の
民
主
主
義
理
論
と
の
関
わ
り
に

触
れ
な
が
ら
、
そ
の
位
置
付
け
を
充
分
に
問
い
な
お
す
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
こ
れ
を
閥
、
っ
た
上
で
、
全
総
の
よ
う
に
下
位
に
多
く
の
事
務
・

事
業
を
持
つ
メ
タ
・
ポ
リ
シ
ー
(
対
立
概
念
は
サ
ブ
・
ポ
リ
シ
ー
。
行

政
管
理
庁
・
一
九
七
五
、
若
・
コ
)
の
機
能
・
逆
機
能
を
検
証
す
る
こ

と
を
継
続
的
な
課
題
と
し
た
い
。

〈
資
料
・
文
献
リ
ス
ト
〉

(
資
料
)

国
土
資
料
調
査
会
編
(
一
九
七
六
)
「
新
国
土
計
画
』
国
土
資
料
調
査
会

国
土
庁
・
計
画
調
整
局
編
(
一
九
七
八
)
「
人
と
国
土
」
別
冊
『
第
三
次
全
国
総
合

開
発
計
画
』
第
一
巻
1
第
一
一
一
巻
、
刷
附
図
土
計
画
協
会

総
合
開
発
研
究
機
構

(
Z
E
)
(
一
九
九
六
)
『
戦
後
国
土
政
策
の
検
証
|
政
策
担

当
者
か
ら
の
証
言
を
中
心
に
』
上
・
下
、
総
合
研
究
開
発
機
構

財
政
調
査
会
編
(
一
九
七
五
i
一
九
七
九
年
)
「
国
の
予
算
』
昭
和
五
0
年
度
1
五

四
年
度
、
国
間
は
せ
書
房

内
関
府
政
策
統
括
官
編
(
二
O
O
二
)
『
日
本
の
社
会
資
本

i
世
代
を
超
え
る
ス
ト
ッ

ク
』
財
務
省
印
刷
局

朝
日
新
聞
一
九
七
O
年
l
一
九
八
O
年

(
文
献
)

秋
月
謙
吾
(
一
九
九
六
)
「
計
画
の
策
定
」
西
岡
崎
勝
・
松
村
岐
夫
編
『
講
座
行
政
学

政
策
と
管
理
(
第
四
巻
)
」
有
斐
閣

ア
ピ
ナ
ツ
シ
ユ
-
K
・
デ
イ
キ
シ
ッ
ト
著
北
村
行
伸
訳
(
二
0
0
0
)
『
経
済
政

策
の
政
治
経
済
縫

1
取
引
費
用
政
治
学
ア
プ
ロ
ー
チ
』
日
本
経
済
評
論
社

飯
田
文
雄
〈
一
九
九
O
、
一
九
九
二
)
「
ハ
ロ
ル
ド
・
ラ
ス
ウ
エ
ル
の
政
治
理
論
(
ニ
・

(
二
)
・
(
一
二
)
」
「
飼
家
学
会
雑
誌
(
第
一

O
一
二
巻
、
一

O
五巻)』

北
原
鉄
也
(
一
九
九
四
)
「
国
土
計
甑
」
閥
尾
勝
・
松
村
岐
夫
編
『
講
座
行
政
学

政
策
と
行
政
(
第
三
巻
)
」
有
斐
閣

行
政
管
理
庁
(
一
九
八
四
)
『
行
政
計
甑
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
に
関
す
る
調
査
研
究
結

果
報
告
書
l
行
政
計
額
の
実
効
性
』

下
河
辺
淳
(
一
九
九
四
)
『
戦
後
国
土
計
画
へ
の
-
誕
一
言
』
鮒
日
本
経
済
評
論
社

下
河
辺
淳
(
一
九
七
八
)
「
現
代
日
本
の
国
土
と
文
化
」
日
本
文
化
会
議
編
『
文
化

「
第
三
次
全
国
総
合
間
開
発
計
画
」
の
政
策
形
成
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
田
)

一一一一一



筑
波
法
政
第
三
十
七
号
(
二

O
O
四

と
凶
士
設
計
』

P
H
P研
究
所

州
同
点
孜
郎
(
一
九
ヒ
五
)
吋
闘
士
計
一
例
の
経
過
と
課
題
」
備
し
人
間
判
笠

中
村
附
治
郎
で
九
八
七
)
「
戦
後
悶
土
政
策
の
変
遷
と
州
全
総
」
「
都
市
開
問
題
」
第

仁
八
巻
第
‘
‘
ザ
ゐ
九
八

O
年
十
占
一
月
号
東
京
市
政
調
夜
会

同
υ
地
勝
ご
九
七
二
)
「
計
一
酬
と
行
政
そ
の
問
題
状
況
の
素
描
」
日
本
行
政
令
会

…
湖
ア
行
政
計
樹
の
閣
時
識
と
尖
際
』
効
訪
中
世
M
J時

開
県
野
逃
保
官
官
・
総
合
開
発
問
究
機
構
(
Z
男
〉
)
編
(
一
一

0
0
:
一
)
吋
政
治
と
し
て
の

絞
白
浜
計
阿
}
日
本
絞
済
評
論
社

本
間
義
人
で
九
九
一
一
)
「
問
土
計
耐
の
思
想
九
十
間
総
合
開
発
刊
川
両
の

A

一
一
十
年
(
都

市
議
設
)
い

御
叫
阿
賀
士
九
九
五
ニ
ー
川
門
ト
L

引
川
内
と
開
発
政
治
r

日
本
列
島
改
造
と
古
川
攻
成
長
の

時
代
」
間
同
地
勝
縦
「
年
報
政
治
学
・
羽
代
行
本
政
官
関
係
の
形
成
過
校
」
日
本
政
治

川
f
A五

伽
抑
制
制
府
民
二
九
九
六
)
『
政
策
の
総
合
と
権
力
l
日
本
政
治
の
戦
前
と
戦
後
』
東
京

大
学
出
版
会

白
川
公
山
刀
(
一
九
九
五
)
『
政
策
科
学
入
門
い
東
洋
経
済
新
総
村

ザ
一
政
子
士
九
九
六
)
「
谷
本
の
外
p

必
間
体
・
業
界
団
体
・
諸
問
機
関
」
西
尾
勝
・

松
村
岐
夫
編
吋
議
路
行
政
学
政
策
と
管
埋
(
第
開
巻
)
い
有
斐
間
関

同unwロ一印己百円高又一沼市渓
)
2
〉
ロ
R
7
6
の
お
れ
吋
の
。
と
F
門
戸
。
白
骨
民
国
伶
君
。
吋
r
o
時
唱
。
一
再
吋
n
F
m
w
s
m
O
2丘

円
『
d
O
R
L
m
C
『
官
。
口
三
千
9
2
2
M
向
。
ι
-
P
R
Z
ロ
加
ヰ
M
O
自
問
問
ぺ
，
可
C
2
n
J
M
a
h
凡雪
~
n
n
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ロ
ロ
W
5
2
q
同
J
d
Z
)
(
邦
訳
ダ
グ
ラ
ス
・

C
-
ノ
l
ス
紫

竹
下
公
悦
訳
(
一
九
九
州
)
吋
判
例
佼
・
制
度
変
化
・
経
済
成
凶
衣
料
見
掛
什
壮

H-E

(
l
)

十
弔
問
(
一
九
九
一
一
年
、
3
e
M
M
g
手
ぬ
(
一
九
九
九
年
、
還
を
ご
∞
心
泊
)
な
ど
。

手
段
何
は
計
耐
内
符
・
計
両
手
絞
き
の
印
か
ら
焼
絶
滅
か
ら
阿
見
て
会
総
を
批
判
す

る
。
守
速
の
念
総
は
内
部
隊
と
地
汀
と
の
俗
芸
是
正
を
目
的
と
し
て
い
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
迷
成
で
き
な
い
の
で
実
効
性
に
乏
し
い
と
い
う
批
判
、
工

業
持
制
仇
問
問
な
ど
の
事
業
成
川
本
に
対
す
る
批
判
見
守
が
あ
る

ν

(
2
)
H
一
一
一
九
十
総
は
(
事
業
の
実
施
と
い
う
意
味
で
)
実
行
手
段
を
も
た
な
い
計
制
d

と
の
批
判
も
あ
る
が
、
一
二
全
総
が
地
方
'N治
体
の
財
政
手
段
を
含
め
た
自
伝
性

の
拡
大
を
自
訴
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
つ
く
ら
れ
た
地
万
財
政
制
度
の
小
に

反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
(
福
間
編
士
九
九
二
年
)
「
手
に
取
る
よ
う

に
政
治
の
こ
と
が
わ
か
る
本
」
(
か
ん
き
出
版
こ
で
は
地
方
総
合
装
備
事
業
倹

に
つ
い
て
一
一
二
金
総
で
の
定
住
閤
構
怨
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た

(
苓
・
乙
色
。
」
と
す
る
。

(
3
}

御
一
郎
(
一
九
九
五
)
に
よ
る
↓
会
総
か
ら
二
(
新
)
金
総
ま
で
を
対
象
と
し

た
悶

t
一
一
訂
磁
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
金
総
は
あ
く
ま
で
も
「
開
発
官
僚
」
主
体
と

い
う
佼
援
付
け
で
従
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
「
政
治
の
撹
乱
」
に
よ



り
、
い
か
に
官
僚
主
体
の
計
画
が
力
を
喪
失
し
た
か
、
開
発
政
治
の
プ
ロ
で
あ

る
政
治
家
が
い
か
に
、
当
該
政
策
領
域
の
方
向
性
を
リ
ー
ド
し
て
い
っ
た
か
(
例

え
ば
、
政
治
家
集
団
の
計
画
で
は
自
民
党
政
務
調
査
会
に
よ
る
「
都
市
政
策
大

綱
」
(
一
九
六
八
年
て
ま
た
は
政
治
家
個
人
が
主
導
し
た
計
画
で
は
国
中
角
栄

に
よ
る
「
日
本
列
島
改
造
論
」
(
一
九
七
二
年
)
、
等
て
と
い
う
流
れ
で
説
明

が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
一
連
の
動
き
は
「
開
発
政
治
」
と
命
名
さ
れ

て
い
る
。

(
4
)

公
的
固
定
資
本
形
成
(
同
開
)
の
実
質
投
資
額
ベ

1
ス
で
見
る
と
継
続
し
て
予

算
が
調
達
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
(
こ
こ
に
は
民
間
負
担
分
の
公
共
事
業

も
一
部
含
ま
れ
る
。
)
。
事
業
効
果
(
ス
ト
ッ
ク
効
果
)
及
び
需
要
創
出
効
果
(
フ

ロ
l
効
果
)
を
加
味
し
た
社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
効
果
の
算
定
(
内
閣
府
政
策
統

括
宮
編
、
二
O
O
二
年
)
に
よ
れ
ば
、
経
済
活
動
の
変
動
等
が
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
社
会
資
本
ス
ト
ッ
ク
の
一
面
で
は
き
わ
め
て
安
定
し
た
効
果
が
挙
が
っ

て
い
る
(
問
資
料
、

3
・M
H
O
-
M
芯
、
表
3
l
w
却
の
数
値
に
基
づ
く
作
図
の
結
果
)
。

(
5
)

こ
こ
で
は
、

D
・ノ
l
ス
に
よ
り
示
さ
れ
た
次
の
定
義
に
従
う
。
「
(
前
略
)

よ
り
形
式
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
人
々
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
制
約
で
あ
り
、

人
々
の
岨
相
互
関
係
を
形
づ
く
る
。
従
っ
て
、
制
度
は
、
(
政
治
的
、
社
会
的
、

あ
る
い
は
経
済
的
、
い
ず
れ
で
あ
れ
て
人
々
の
交
換
に
お
け
る
イ
ン
セ
ン
テ
イ

ブ
構
造
を
与
え
る
。
」
(
一
九
九
四
年
、
宅
-
M
}

(
6
)

計
翻
論
の
視
点
か
ら
、
行
政
計
画
が
も
っ
「
計
画
化
」
の
意
義
に
つ
い
て
歴

史
的
に
遡
れ
ば
、
メ
リ
ア
ム
(
一
九
三
九
)
、
及
び
ラ
ス
ウ
エ
ル
(
一
九
四
人
)

の
諸
説
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
メ
リ
ア
ム
は
こ

0
年
代
米
国
で

の
マ
シ
i
ン
政
治
の
横
行
を
は
じ
め
と
す
る
民
主
主
義
の
危
機
(
背
景
に
は
、

急
激
な
社
会
変
動
や
技
術
の
複
雑
化
)
を
強
く
意
識
し
、
「
無
秩
序
の
予
防
と

し
て
の
計
爾
諭
の
構
想
」
を
示
し
た
。
秩
序
調
達
の
方
策
と
し
て
、
(
二
行
政

機
構
の
科
学
的
・
計
画
的
運
営
、
(
一
一
)
図
家
レ
ベ
ル
で
の
人
的
・
物
的
資
源
の

効
率
的
運
用
、
(
一
二
)
自
由
・
平
等
と
い
う
民
主
主
義
の
実
現
、
の
一
一
一
つ
が
掲
げ

ら
れ
た
(
飯
田
・
一
九
九
O
、
一

O
一
二
号
、
忍
・
さ
・
宅

-S)0
ラ
ス
ウ
エ
ル
は
、

こ
れ
ら
の
前
提
を
簡
の
メ
リ
ア
ム
か
ら
受
け
継
い
だ
。
計
聞
論
は
、
当
初
、
民

主
主
義
を
実
現
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
考
え
出
さ
れ
、
計
画
論
と
市
民
教
育

論
の
両
輪
(
飯

m-
一
九
九
O
、一

O
一
ニ
号
、
宅
金
)
を
も
っ
て
実
現
が
目
指

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
現
在
指
摘
さ
れ
る
行
政
機
構
単
独
で
の
強
大
化
を
目
指

す
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

(
7
)

一
連
の
金
総
と
は
、
一
念
総
(
一
九
六
二
年
、
閣
議
決
定
)
、
新
会
総
(
一

九
六
九
年
、
閣
議
決
定
)
、
三
金
総
(
一
九
七
七
年
、
閣
議
決
定
)
、
関
全
総
(
一

九
八
七
年
、
閣
議
決
定
)
、
五
金
総
(
一
九
九
八
年
、
閣
議
決
定
)
、
及
び
協
議

決
定
に
歪
ら
な
か
っ
た
「
総
合
開
発
の
構
想
」
三
九
五
四
年
)
を
指
す
。

(
8
)

こ
の
と
き
の
「
資
源
」
は
討
議
に
用
い
る
技
術
的
リ
ソ
ー
ス
(
知
識
)
と
政

治
的
リ
ソ
ー
ス
(
利
議
関
心
)
、
並
び
に
「
政
策
信
念
」
(
及
び
信
念
の
共
有
)

で
あ
る
。

(
9
)

西
尾
(
一
九
七
二
)
は
、
行
政
計
画
が
ど
の
よ
う
な
調
整
機
能
を
来
た
す
か

に
つ
い
て
、
①
計
繭
策
定
過
程
に
お
け
る
「
参
与
性
」
(
及
び
逆
の
集
中
性
)

と
、
②
計
画
内
容
の
「
明
細
性
・
具
体
性
」
の
二
つ
の
変
数
に
よ
っ
て
決
ま
る

と
し
て
い
る
。

(
叩
)
『
経
済
計
画
と
の
調
整
、
自
然
環
境
の
保
全
、
怠
大
都
市
問
題
、
工
業
基
地

問
題
、
農
林
水
産
問
題
、
地
方
都
市
問
題
(
内
閣
官
房
の
列
島
改
造
論
作
業
と

調
整
)
、
土
地
問
題
、
国
土
総
合
開
発
法
の
改
正
』
の
八
項
目
。

(
日
)
「
信
念
シ
ス
テ
ム
」
と
は
諸
価
値
の
優
先
順
位
付
け
、
因
果
関
係
及
び
環
境

の
認
知
、
政
策
手
段
の
有
効
性
に
つ
い
て
の
認
識
を
包
含
す
る
概
念
で
あ
る
。

サ
パ
テ
イ
ア
は
こ
れ
に
は
、
文
中
に
示
す
通
り
三
つ
の
次
元
が
あ
る
と
す
る
。

「
第
三
次
全
国
総
合
開
発
計
爾
」
の
政
策
形
成
の
ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
機
能
(
山
田
)

一一一一一一



筑
波
法
政
第
三
十
七
号
(
二

C
C
四
)

一一一四

(
ロ
)
な
お
、
出
土
計
耐
の
歴
史
を
日
比
る
と
、
広
義
の

m
m
i
前
倒
(
例
え
ば
、
戦
時

中
で
は
、
問
防
、
資
制
師
、
食
酬
明
、
人
口
問
題
を
含
む
隠
k
叫
削
減
・
民
水
・
占
九

七
五
)
は
、
悶
家
に
よ
る
管
理
化
を
滋
め
る
場
合
に
繰
り
返
し
現
れ
た
路
線
と

も
い
え
る
。

〈
日
)
新
閣
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
だ
け
で
も
、
大
蔵
省
?
通
寂
翁
か
ら
の
批
判
(
低

す
ぎ
る
経
済
成
長
率
て
肉
治
省
と
地
方
」
ハ
悶
体
(
定
住
闘
構
想
の
開
閉
域
は
広

域
市
町
村
岡
聞
と
重
複
し
て
お
り
地
方
行
政
へ
の
干
惨
)
、
環
境
庁
(
む
つ
小
川

原
開
発
に
、
環
境
庁
が
条
件
付
同
窓
)
、
運
輸
省
及
び
池
一
応
山
県
(
新
幹
線
構
惣

の
削
減
に
対
す
る
反
発
)
な
ど
が
あ
る
η

(

朝
日
新
聞
閥
、
一
九
七
七
年
八
月
j

一O
月
)

(
は
い
)
裕
郎
首
相
誕
生
(
七
六
年
二
一
月
)
以
後
に
は
、
図
内
的
に
こ
の
路
線
の
浸

透
を
は
か
る
と
と
も
に
、
間
際
政
治
経
済
社
会
で
も
日
本
で
は
高
度
経
液
成
長

が
も
は
や
設
め
な
い
こ
と
を
一
川
し
た
(
星
野
紙
、
二

O
O
一
一
一
年
、
苦
い
∞
∞
)
。

(
戸
山
)
吋
先
進
諸
問
闘
が
鉱
大
的
成
災
政
策
な
い
し
は
安
定
化
政
策
を
と
る
と
い
う
共

通
目
的
」
を
示
さ
れ
る
と
こ
れ
に
賛
同
す
る
(
川
県
野
編
・
一

O
O
一一一年

τ

(
刊
川
)
人
々
が
制
度
に
関
わ
る
と
き
の
行
動
仮
説
を
ノ

i
ス
(
一
九
九
四
)
は
次
の

問
つ
か
ら
説
明
す
る
。
(
二
動
機
づ
け
(
あ
る
選
択
の
代
償
が
低
い
と
き
と
高

い
と
き
で
行
動
が
異
な
り
、
前
者
で
は
よ
り
合
理
的
な
選
択
と
な
る
)
、
(
二
)

環
境
の
読
解
、
(
一
二
)
測
定
(
測
定
す
る
こ
と
に
も
費
別
が
か
か
る
て
(
問
)
執

行
費
用
(
こ
の
費
用
を
制
度
に
よ
り
保
証
す
る
に
は
「
裏
切
り
の
滋
税
言
、
、
与

ニ
ケ
}
シ
ヨ
ン
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
こ
と
「
処
罰
」
の
一
一
つ
の
方
法
が
あ
る
υ
)
。
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